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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者の操作に起因して、遊技者が価値を得る可能性がある通常遊技モードから遊技者
が価値を得る可能性が無い試打モードに切り替える遊技モード切替手段と、
　前記試打モードには遊技が可能な遊技状態が複数種類存在し、該複数種類の遊技状態の
中から前記試打モードで遊技を行いたい遊技状態の選択を行う試打遊技状態選択手段と、
　前記試打モードを終了させる試打モード終了手段と、を備え、
　前記通常遊技モード、又は前記試打モードのいずれであっても、遊技機内に封入された
遊技球を循環させて遊技する構成であり、少なくとも、遊技機自体が管理する持球の数情
報が存在することを条件に遊技球の発射を可能とし、遊技領域への遊技球発射の判断に起
因して前記持球の数情報を減算し、前記遊技領域に設けられた入賞口に発射した遊技球が
入球したことに起因して前記持球の数情報に加算するように設定し、
　さらに、前記遊技モード切替手段によって前記通常遊技モードから前記試打モードに切
り替えられたことに起因して、前記持球の数情報が所定数加算される試打用持球加算手段
と、
　前記試打モード終了手段によって試打モードを終了すると前記持球の数情報をリセット
する試打用持球リセット手段と、を備え、
　前記試打用持球加算手段によって前記持球の数情報に加算される数は、前記試打遊技状
態選択手段により選択された遊技状態の種類によって異なるように設定されている
　ことを特徴とする弾球遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発射した遊技球を遊技機内で回収して再度発射位置へ誘導する試し打ちが可
能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の一般的なパチンコ遊技機は、有価価値情報が記憶されたカードをパチンコ遊技機
に隣接されたＣＲユニットに挿入し、パチンコ遊技機に配置された貸出ボタンを操作する
ことで、パチンコ遊技機に設けられた払出装置から遊技球を上皿に排出し、排出された遊
技球を遊技領域に設けられた入賞口に入球させることで当該入賞口に設定されている数の
遊技球が賞球として払出装置から払出される。なお、上皿に遊技球が無くなる（持球がな
くなる）と、遊技者は再び貸出ボタンを操作して、上皿に遊技球を排出させる構成になっ
ている。
【０００３】
　どのようなパチンコ遊技機でも、入賞口に遊技球が入球すると賞球を払出すという部分
は同じであるが、通常状態で入球可能な入賞口に遊技球が入球するだけでは、任意の期間
に払出された遊技球数が任意の期間に発射した遊技球数を上回ることはなく、瞬間的に持
球が増加することはあっても、通常状態では持球は徐々に減っていき、通常状態では入球
不可能で所定条件の成立で入球可能になる入賞口（例えば、大入賞口）に遊技球が入球す
ることで持球が増加するといったパチンコ遊技機が多く、各パチンコ遊技機によって前記
所定条件が異なっている。
【０００４】
　また、最近のパチンコ遊技機には、始動口に遊技球が入球し易い開放延長状態、大当り
確率が高い高確率遊技状態（確変状態ともいう）、高確率遊技状態であるが高確率遊技状
態であることを伏せている潜伏状態、などが存在するほか、大当り確率が高い高確率状態
であれば、絶対に遊技者に有利な状態というわけではなく、仕様によっては高確率遊技状
態よりも通常確率遊技状態のほうが有利なパチンコ遊技機も存在する。
【０００５】
　このように、遊技内容が複雑になってきたことに対応して、遊技者が遊技の内容を理解
しやすくするために、遊技者による試し打ちが可能な遊技機が提案されている＜特許文献
１＞＜特許文献２＞。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２９５８８９号公報
【特許文献２】特開２００５－６７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記したように、現在のパチンコ遊技機は様々な仕様の遊技機が存在し、どの状態のと
き、どのように遊技球を発射させるかなどが分からないため、パチンコ遊技敬遠してしま
うという問題がある。
【０００８】
　その問題に対して特許文献１と特許文献２の発明では、試し打ちを可能とし、試し打ち
に使用した遊技球数と同数の遊技球を遊技者に返還する構成となっている。
【０００９】
　しかしながら特許文献１では、大当り遊技が試し打ち可能な構成が記載されてはいるが
、大当りに至るまでの遊技方法、大当り遊技終了後の遊技方法は試し打ちができないため
、初めて遊技を行う遊技者にとっては、複雑な遊技内容の一部が分わかっただけで分から
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ない部分の方が多く、遊技を開始しようとは思えない。
【００１０】
　また、特許文献２には、通常遊技から大当り遊技までが試し打ち可能な構成が記載され
ているが、通常遊技から大当り遊技まで試し打ちできる構成であると、長時間に亘って試
し打ちが行われることとなり、その間の遊技店の利益が減るという問題が発生してしまう
。
【００１１】
　さらに、特許文献１、特許文献２ともに通常の遊技では賞球が払い出されるが、試し打
ち遊技では賞球が払出されないため、例えば、大当り遊技が終了したら、どれだけの賞球
が獲得できるなどの実感を遊技者が得られず、パチンコ遊技機の楽しさが分からない。ま
た、特許文献２では、試し打ち遊技時に得られる賞球数を払出すのではなく表示する構成
になっているが、表示するだけでは実際の遊技と同様の賞球量の感覚を把握することがで
きない。
【００１２】
　また、特許文献１、特許文献２ともに、試し打ちに使用した遊技球数と同数の遊技球が
遊技者に返還されるため遊技者が損をすることはないが、試し打ちを行うための遊技球は
遊技者が用意（金銭の支払いによる借受）しなければならず、試し打ちを行った結果とし
て、通常の遊技を行なわない場合には、試し打ちのために用意した遊技球が無駄になって
しまう。なお、この課題を解決するために、試し打ちをする場合、所定量の遊技球を遊技
者に付与する構成とすればよいが、その所定量の遊技球が不正（試し打ち以外）に利用さ
れる可能性が発生してしまう。
【００１３】
　そこで、本発明は上記事情に鑑み、多くの時間を費やさずとも全ての遊技状態を把握可
能としながら、通常遊技と同様に遊技球の増減を把握可能とし、試打用の遊技球を付与し
ても、該遊技球が不正に利用される虞がないパチンコ遊技機を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１記載の遊技機は、
　遊技者の操作に起因して、遊技者が価値を得る可能性がある通常遊技モードから遊技者
が価値を得る可能性が無い試打モードに切り替える遊技モード切替手段と、
　前記試打モードには遊技が可能な遊技状態が複数種類存在し、該複数種類の遊技状態の
中から前記試打モードで遊技を行いたい遊技状態の選択を行う試打遊技状態選択手段と、
　前記試打モードを終了させる試打モード終了手段と、を備え、
　前記通常遊技モード、又は前記試打モードのいずれであっても、遊技機内に封入された
遊技球を循環させて遊技する構成であり、少なくとも、遊技機自体が管理する持球の数情
報が存在することを条件に遊技球の発射を可能とし、遊技領域への遊技球発射の判断に起
因して前記持球の数情報を減算し、前記遊技領域に設けられた入賞口に発射した遊技球が
入球したことに起因して前記持球の数情報に加算するように設定し、
　さらに、前記遊技モード切替手段によって前記通常遊技モードから前記試打モードに切
り替えられたことに起因して、前記持球の数情報が所定数加算される試打用持球加算手段
と、
　前記試打モード終了手段によって試打モードを終了すると前記持球の数情報をリセット
する試打用持球リセット手段と、を備え、
　前記試打用持球加算手段によって前記持球の数情報に加算される数は、前記試打遊技状
態選択手段により選択された遊技状態の種類によって異なるように設定されている
　ことを特徴とする弾球遊技機である。
【００１５】
　「遊技者が価値を得る可能性がある」「遊技者が価値を得る可能性が無い」とは、入賞
によって持球の数情報は加算されるが、通常遊技モードでは持球の数情報を精算して景品
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と交換することが可能だが、試打モードでは該精算が不可能であることを示している。
【００１６】
　「試打モードには遊技が可能な遊技状態が複数種類存在し」とは、試打モードで選択可
能な複数の遊技状態は、通常遊技モードで実際に遊技可能な遊技状態、例えば、通常確率
時短無し状態、通常確率時短あり状態、確率変動時短無し状態、確率変動時短有り状態、
大当り遊技状態、等と同等の遊技状態となり、通常遊技モードの各遊技状態を理解し易く
するために、試打モードにおいては各イベント（予告演出、リーチ演出）の発生確率を高
く設定しておいてもよい。なお、確率変動状態は大当り確率が通常確率よりも高い（大当
りとなりやすい）状態であり、時短状態の有無は開放延長機能の作動の有無も示す。
【００１７】
　試打モードは、どの遊技状態でも選択可能とするが、選択時において全体の遊技内容が
理解しやすい選択順を示唆する構成が好適である。これは、例えば、最初に高確率遊技を
選択することも可能だが、全体の構成を理解してもらうためには、通常遊技、大当り遊技
、を選択してから高確率遊技の選択を促す表示を行う構成となる。また、所定の順番でし
か遊技状態を選択できない構成としてもよい。
【００１８】
　試打モード終了手段が試打モードを終了させる契機は複数存在してもよく、例えば、持
球の数情報が存在しなくなった場合、最初に選択した遊技状態が変化した場合（例えば、
通常遊技状態で大当りが確定した場合）、及び遊技者が操作可能な終了スイッチの操作信
号を検出した場合としてもよい。また、試打モード終了手段によって試打モードが終了し
た場合、該終了に応じて通常遊技モードに切替えてもよいし、試打モードを終了させるだ
けでもよい。
【００１９】
　試打モードの遊技を連続して実施する場合は、一度通常遊技モードに切替えてから再度
試打モードへの切り替えを試打モードが終了するごとに実施する構成としてもよいし、試
打モードが終了した時点で通常遊技モードへ切り替えずとも次の試打モードの遊技状態を
選択可能とする構成としてもよい。
【００２０】
　また、試打モードが終了して再度試打モードを実施する場合は、一度通常遊技モードに
切替えて通常遊技モードでの遊技（通常遊技モードでの持球の数情報の変化）が実施され
たことを条件に試打モードへの切換を許可する構成としてもよい。
【００２１】
　遊技領域への遊技球発射の判断は、必ず遊技領域に遊技球が到達することが確定した段
階で遊技球の発射を判断する構成であればよく、遊技領域直前にセンサを設け、該センサ
の検出によって遊技球の発射を判断する構成でもよいし、遊技機上部に発射装置を備え、
発射された遊技球は必ず遊技領域に到達する構成にし、さらに、球送り装置によって発射
位置に送られた遊技球は必ず発射される構成にした場合には、発射位置に送られたことを
検知するセンサの遊技球検出をもって遊技球の発射と判断する構成としてもよい。また、
持球の数情報は随時表示され、遊技球の発射や入賞口への入賞に応じて表示内容が更新さ
れる構成が好適であり、これは通常遊技モードと試打モードとに拘らずどちらのモードで
も同様に実施される。
【００２２】
　また、機内に封入した遊技球数を確認可能としたうえで、発射した遊技球数と、入賞口
又はアウト口へ入球した遊技球数とを計数し、機内を循環する遊技球を管理する構成が望
ましい。
【００２３】
　「少なくとも、遊技機自体が管理する持球の数情報が存在することを条件に遊技球の発
射を可能とし」とは、発射可能な遊技球が存在したうえで、遊技球の発射のために他の条
件が設定されていてもよく、例えば、接続されたカードユニットにカードが挿入されてい
ることを条件として加えてもよい。
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【００２４】
　通常遊技モードでは、持球の数情報の加減算、大当りの発生、大当り遊技状態、開放延
長遊技状態、及び高確率遊技状態に応じて機外の管理装置（ホールコンピュータ）に信号
を出力する構成（接続したカードユニットを介して出力してもよい）となるが、試打モー
ド中においては出力せず、試打モード中であることを示す信号を出力する場合、機外の管
理装置が通常遊技モード中か試打モード中かを区別できるなら、試打モード中においても
上記した状態に応じて信号を出力してもよい。また、試打モード中は、試打モード中であ
ることを示す報知（画面表示）を遊技機自体が実施する構成が好適であり、通常遊技モー
ドと試打モードとでは、持球の数情報を表示する表示色を異なる色とする構成としてもよ
い。
【００２６】
　試打用持球加算手段は、通常遊技モードから遊技者が選択した遊技状態の試打モードに
切り替えられたことに起因して持球の数情報に所定数を加算するが、遊技者が選択した遊
技状態の種類に応じて該所定数が異なる構成となる。これは、例えば、遊技者が試打モー
ドとして大当り遊技状態を選択した場合は、試打モードを開始すると大入賞口への入賞に
応じた持球の数情報への加算が試打開始直後に期待できるため、試打用持球加算手段が加
算する数は少なくてもよく、通常確率時短無し等の入賞又は大当りが期待できない遊技状
態を試打モードとして選択した場合は、大当り遊技状態を選択した場合よりも多くの数が
試打用持球加算手段によって持球の数情報に加算される構成が好適である。
【００２７】
　請求項１記載の弾球遊技機において、
　遊技者により精算指示がなされると、前記持球の数情報を当該遊技機と接続されたカー
ドユニットに移行させる精算手段を備え、
　前記通常遊技モード中に前記精算指示がなされると前記持球の数情報を前記カードユニ
ットに移行させるが、前記試打モード中に前記精算指示がなされても、前記持球の数情報
を前記カードユニットに移行しないように設定した構成としてもよい。
　このような構成にすることで、試打モード用に用意した、又は試打モードによって変化
した（獲得した）持球の数情報を、不正に利用される虞がなくなる。
【００２８】
　精算手段は、１回の精算指示により、発射可能な遊技球数から所定数を減算し、減算し
た値をユニットへ移行する構成となる。なお、１回の精算指示で、全ての発射可能な遊技
球数を減算し（減算した値をユニットへ移行し）、発射可能な遊技球数を０にする構成と
してもよい。また、精算指示の操作部は、ユニットに設けられていてもよいし、封入式遊
技機に配置される他の操作部及び表示部を備えたタッチパネル式の操作表示装置に設けら
れていてもよく、その場合、該操作表示装置とユニットとの電気的な接続は、相互通信が
可能な構成となる。
【００２９】
　請求項１記載の弾球遊技機において、
　遊技者により貸出指示がなされると、遊技球の貸出に用いられる記憶媒体が挿入されて
いるカードユニットから情報を取得し、該情報の範囲内で前記持球の数情報の加算を指示
する貸出加算指示手段を備え、
　前記通常遊技モード中に前記貸出指示がなされると前記持球の数情報が加算されるが、
前記試打モード中に前記貸出指示がなされても、前記持球の数情報は加算されないように
設定した構成としてもよい。
　このような構成にすることで、試打モード中に、間違って貸出指示を行ってしまっても
、貸出しが行われないため、遊技者が損害を被ることを防止することができる。
【００３０】
　貸出加算指示手段は、ユニットに有効な記録媒体、又は現金が投入されていて、尚且つ
通常遊技モードである場合に実施が可能な構成であればよく、遊技者による１回の貸出指
示の操作に応じて所定の金額に応じた球貸しが実施される構成であり、貸出指示の操作部
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とユニットとは直接接続される構成が望ましい。また、貸出指示の操作部は、ユニットに
設けられていてもよいし、封入式遊技機に配置される他の操作部及び表示部を備えたタッ
チパネル式の操作表示装置に設けられていてもよく、その場合、該操作表示装置とユニッ
トとの電気的な接続は、相互通信が可能な構成となる。
【００３１】
　「少なくとも前記通常遊技モード時の前記持球の数情報が存在しないことを条件に」と
あるように、持球の数情報が０であることに加え、他の条件が設定されていてもよく、例
えば、追加する条件を、接続されたカードユニットにカードが挿入されていることとして
もよく、封入式遊技機は接続したカードユニットにカードが挿入されているか否かを随時
判断可能な構成が望ましい。
【００３２】
　「持球の数情報が所定時間変化していない場合」とは、持球の数情報が加算も減算もさ
れない状態が所定時間経過した場合であり、該減算、即ち、遊技球の発射が所定時間実施
されていない場合も含む。また、所定時間内の持球の数の変化が所定数未満の場合も、同
様に試打モード終了手段によって試打モードを終了させる構成としてもよい。
【００３３】
　連続して試打モードの遊技が実施された場合、試打モードの連続遊技時間が所定時間に
達した場合は、以降の試打モードへの切換が実施できない構成としてもよいし、試打モー
ドの連続遊技時間が所定時間に達した場合は、強制的に試打モードを終了し（持球の数情
報をクリア）して通常遊技に切替える構成としてもよい。
【００３４】
　また、試打モードの遊技時間が所定時間に達した場合は、接続したカードユニットに対
して挿入されているカードに試打遊技時間が制限時間に達したことを示す情報の書き込み
を指示する信号を出力する構成としてもよい。
【００３５】
　試打モードに、所定回数の制限をかける構成とは、会員カードに試打モードで遊技した
回数を示す情報を記憶する構成にし、該記憶によって試打モードの遊技回数を判断する構
成としてもよい。また、どの機種のどの種類の試打モードでどれくらいの時間遊技したの
かを記憶するようにし、それらの情報を基に試打モードの遊技に制限をかける構成として
もよい。
【発明の効果】
【００３６】
　請求項１に記載の弾球遊技機では、遊技機が備える複数の遊技状態の中から、遊技者が
内容の分からない遊技状態を選択して試打を行えるので、試打の時間に多くを費やさなく
ても全ての遊技状態を把握することができる。
【００３７】
　また、試打モードにおいても、通常遊技モードと同様に持球の数情報が変化するので、
持球の増減の感覚が通常遊技モードと同様に実感できる。さらに、試打用の遊技球を遊技
者が用意する必要がなく、試打用持球加算手段によって試打用に用意された持球の数情報
と、試打モード中に変化した（獲得した）持球の数情報とは不正に利用される恐れがない
。
【００３８】
　また、試打用に付与（持球の数情報に加算）される持球が常に一定であった場合には、
試打モードで遊技する遊技状態によっては、付与された持球では足りなかったり（通常遊
技状態）、必要以上の持球が付与される（大当り遊技状態、開放延長状態）場合が存在す
るが、選択した遊技状態の種類によって付与される持球が異なることで、不足や過剰とい
ったことを防止しながら、遊技状態に応じて適度な持球数が付与されることで、通常遊技
モードにおける持球の数情報の増減が実感しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
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【図１】封入式遊技機５０の正面図。
【図２】封入式遊技機５０における遊技球の循環の仕組みを背面から模式的に示した説明
図。
【図３】封入式遊技機５０の電気的構成を示すブロック図１。
【図４】封入式遊技機５０の電気的構成を示すブロック図２。
【図５】主制御装置８０が実行する電源投入時処理の流れを示すフローチャート。
【図６】払出発射制御装置８４が実行する持球加減算処理を示すフローチャート。
【図７】払出発射制御装置８４が実行するＩＮ/ＯＵＴ管理処理を示すフローチャート。
【図８】払出発射制御装置８４が実行する精算処理を示すフローチャート。
【図９】払出発射制御装置８４が実行する貸球要求信号受信処理を示すフローチャート。
【図１０】主制御装置８０が実行する特図当否判定処理を示すフローチャート１。
【図１１】主制御装置８０が実行する特図当否判定処理を示すフローチャート２。
【図１２】主制御装置８０が実行する特図当否判定処理を示すフローチャート３。
【図１３】主制御装置８０が実行する特図当否判定処理を示すフローチャート４。
【図１４】主制御装置８０が記憶する各種フラグの内容を示す図表。
【図１５】大当り遊技の種類と大当り遊技終了後の遊技状態の内容を示す図表。
【図１６】主制御装置８０が実行する特別遊技処理を示すフローチャート１。
【図１７】主制御装置８０が実行する特別遊技処理を示すフローチャート２。
【図１８】主制御装置８０が実行する特別遊技処理を示すフローチャート３。
【図１９】主制御装置８０が実行するモード変更処理を示すフローチャート。
【図２０】主制御装置８０が実行する試打遊技状態選択処理を示すフローチャート。
【図２１】主制御装置８０が実行する試打モード終了処理を示すフローチャート。
【図２２】主制御装置８０が実行する試打モード監視処理を示すフローチャート。
【図２３】試打モード選択時に演出図柄表示装置６に表示される内容を示す図。
【図２４】試打モード中の演出図柄表示装置６の表示例を示す図１。
【図２５】試打モード中の演出図柄表示装置６の表示例を示す図２。
【図２６】試打モード終了時の演出図柄表示装置６の表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に本発明の好適な実施形態について説明する。尚、本発明の実施の形態は下記の実
施例に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する種々の形態を採ること
ができ、各実施例に記載された内容を適宜組み合わせることが可能なことはいうまでもな
い。
【実施例】
【００４３】
　図１は、遊技球の機外へ遊技球の払出しを行わず、機内に遊技球を封入して遊技を行う
封入式の弾球遊技機５０（以下封入式遊技機５０ともいう）の正面図である。図１に示す
ように、封入式遊技機５０は、台間ユニット１００（本発明のカードユニットに該当）と
隣り合わせで配置されている。台間ユニット１００には、カード挿入口１００ａと、現金
挿入口１００ｂとが設けられており、カード挿入口１００ａにＩＣカードを挿入するか現
金挿入口１００ｂに現金を挿入することで、封入式遊技機５０に設けた球貸しボタン１０
２ａの操作が可能となる。
【００４４】
　封入式遊技機５０は、縦長の固定外郭保持枠をなす外枠５１にて各部を保持する構造を
有している。外枠５１の左側上下には、ヒンジ５３が設けられていると共に、該ヒンジ５
３には内枠７０が取り付けられており、内枠７０は外枠５１に対して開閉可能な構成にな
っている。
【００４５】
　また、内枠７０には、ヒンジ５３等により前枠５２が開閉可能に取り付けられていると
共に、この前枠５２には、板ガラス６１が取り外し自在に設けられており、板ガラス６１
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の奥には、内枠７０に取り付けられた遊技盤１が配されている。従って、前枠５２を開放
すると、入賞口に遊技球を直接入球させることが可能となる。また、前枠５２から板ガラ
ス６１をはずした状態でも、入賞口に遊技球を直接入球させることが可能となり、メーカ
ーから出荷される前のテスト時にはこの状態又は前枠５２を開放した状態で様々なテスト
が行われる。
【００４６】
　前枠５２の上部左右には、スピーカ（図示無し）が設けられており、封入式遊技機５０
から発生する遊技音が出力され、遊技者の趣向性を向上させる。また、遊技者の趣向性を
向上させるために前枠５２に遊技状態に応じて発光する枠側装飾ランプ（図示無し）も複
数設けられている。また、前枠５２の右下部には入賞表示装置２０が配置され、後述する
入賞口に遊技球が入賞すると、入賞口毎に設定された獲得遊技球数を表示する。
【００４７】
　前枠５２の下方右側には遊技球の発射操作を行う発射操作ユニット１０７が配置され、
その下には手置き台７１が取付けられている。手置き台７１は、常時発射操作を行う遊技
者の手を乗せておく台となる。発射操作ユニット１０７は、発射強度調整スイッチ部１０
８と、遊技者が遊技球を発射するために操作する摺動操作部１０７ａと、摺動操作部１０
７ａの上部に配置した発射停止スイッチ１１１と、発射強度を固定する場合に操作する発
射強度固定スイッチ１１０と、発射強度を数値で示す発射強度表示部１０７ｂと、遊技者
の操作を感知する図示しないタッチセンサ１１２とで構成されている。摺動操作部１０７
ａを右方向に操作するほど発射強度が強くなる。本実施例では、摺動スイッチを用いて発
射強度の調節を行っているが、これに限るわけではなく、所謂発射ハンドルの回動量に応
じて発射強度を調節する構成でもよい。
【００４８】
　発射操作ユニット１０７の右上（封入式遊技機５０の右端）には、内枠７０と前枠５２
の両方の枠の開放が規制できるスライド錠を操作するシリンダ錠３６が配置され、鍵が挿
入可能となっている。このシリンダ錠３６は、解錠するための鍵の種類を変更自在に行い
得る可変式錠になっており、このような可変式錠を封入式遊技機５０に使用することで、
遊技店は、店に配置される全ての遊技機を店独自の鍵（１種類）に設定することが出来る
。
【００４９】
　発射操作ユニット１０７の左には、遊技者とのインターフェースとなるコントロール部
８が設けられている。このコントロール部８には、タッチパネル式の液晶表示器となる操
作部装置１０２（タッチパネル式液晶表示器）と、計数スイッチ１０５（本発明の精算手
段の一部に該当）と、遊技球数表示装置１０６と、モード切替スイッチ１５１（本発明の
遊技モード切替手段の一部に該当）と、遊技モード終了スイッチ１５２（本発明の遊技モ
ード終了手段の一部に該当）と、遊技モード選択スイッチ１５３（本発明の試打遊技状態
選択手段の一部に該当）とが配置されている。操作部装置１０２のタッチパネル上には、
球貸しボタン１０２ａ（本発明の貸出加算指示手段の一部に該当）と、返却ボタン１０２
ｂと、画面切換ボタン１０２ｃと、球貸しボタン１０２ａ及び返却ボタン１０２ｂの操作
結果を示す操作結果表示部１０２ｄとが設けられている。
【００５０】
　なお、ＩＣカードからの球貸し、持球の精算、及びＩＣカードの返却等を行うボタン類
（球貸しボタン１０２ａ、計数スイッチ１０５、返却ボタン１０２ｂ）を台間ユニット１
００に配置する構成としてもよく、これにより、球貸しや精算などの操作を台間ユニット
１００にまとめることで、遊技に係る演出関連の操作と明確に区別することが可能となる
。
【００５１】
　コントロール部８を備える前板部も、ヒンジ５３等によって内枠７０から開閉可能とな
っているが、前枠５２が前板部に被さる様に設置されているため、前枠５２の開放時のみ
前板部の開放が可能となる。
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【００５２】
　また、図１は、板ガラス６１の奥に位置する遊技盤１の遊技領域３の様子を概略的に示
している。遊技領域３は、ガイドレール１６によって囲まれた略円形の領域であると共に
、多数の遊技釘が植設されており、遊技盤１の左上に配置した発射装置８７から発射され
た遊技球は、発射直後に遊技領域３を流下する構成となっている。
【００５３】
　遊技領域３のほぼ中央部には、ワープ通路やステージ等が形成されたセンターケースや
窓が設けられており、この窓の奥には、演出図柄表示装置６の液晶画面が配置される。ま
た、これら以外にも、遊技領域３には、常時入賞可能な普通図柄作動ゲート１７や、第１
始動口１１や、普通電動役物として構成された第２始動口１２や、一般入賞口１３、アタ
ッカー式の大入賞口１４（本発明の可変入賞口に該当）等の役物（入賞口）や、アウト口
１５が設けられ、遊技領域３の右下には第１特図表示装置、第２特図表示装置、普通図柄
表示装置、第１特図保留数表示装置、第２特図保留数表示装置、普図保留数表示装置等が
設けられている。このように、第１、第２特別図柄共に遊技領域の隅に小さく表示される
だけであって、遊技領域の中央に設けられた演出図柄表示装置６にて特別図柄に対応した
抽選結果の報知を行うとともに特別図柄の擬似演出を行い、その擬似演出によって遊技者
に抽選結果に対しての期待感を与えている。
【００５４】
　上記のように遊技盤１を構成することによって、普通図柄作動ゲート１７に遊技球が入
球（普通図柄作動スイッチ１７ａ（図３参照）が遊技球を検出）すると、普通図柄表示装
置で普通図柄が変動表示を開始し、所定時間後に停止した普通図柄の態様に応じて、後述
する普通電役ソレノイド１２ｂ（図３参照）を駆動させる。普通電役ソレノイド１２ｂが
駆動すると、ほぼ同期して普通電動役物の羽根部材が開放して、第２始動口１２への入球
（第２始動口スイッチ１２ａ（図３参照）の検出）が可能となるように構成されている。
尚、本実施形態におけるパチンコ機では、普通電動役物の羽根部材が駆動する開放時間は
、通常時は０．２秒（１回）、時短状態（開放延長状態）では１．８秒（２回）である。
また、第２始動口１２は、普通電動役物の羽根部材が駆動しなければ遊技球が入球不可能
な構成となっているが、この構成に限るわけではない。
【００５５】
　第１始動口１１に遊技球が入球（第１始動口スイッチ１１ａ（図３参照）が遊技球を検
出）すると、第１特図表示装置において第１特別図柄が変動を開始し、所定時間後に停止
する。また、第２始動口１２である普通電動役物に遊技球が入球（第２特図始動スイッチ
１２ａ（図３参照）が遊技球を検出）すると、第２特図表示装置において第２特別図柄が
変動表示を開始し、所定時間後に停止する。
【００５６】
　第１特別図柄及び第２特別図柄の変動中は、演出図柄表示装置６において各々の特別図
柄の変動に連動した演出態様を表示する。また、第１特別図柄と第２特別図柄は、第１始
動口と第２始動口への入球順に関係なく、第２特別図柄の変動停止を優先して実施する。
具体的には、第１特別図柄の保留記憶がある場合、第２特別図柄の変動が停止し且つ第２
特別図柄保留記憶が無い状態となって、第１特別図柄保留記憶分の変動を開始する。
【００５７】
　第１特別図柄及び第２特別図柄の確定表示した態様に応じて後述する大入賞口ソレノイ
ド１４ｂ（図３参照）が駆動する。大入賞口ソレノイド１４ｂが駆動すると、ほぼ同期し
て大入賞口１４の扉部材が開放し、大入賞口１４への遊技球の入球（カウントスイッチ１
４ａ（図３参照）が遊技球を検出）が可能となるように構成されている。
【００５８】
　また、第１始動口１１、第２始動口１２に遊技球が入球したとき、又は普通図柄作動ゲ
ート１７を遊技球が通過したときに取得する当否乱数等の種々の乱数（第１始動口１１、
第２始動口１２に入球した場合に取得する乱数は、大当り判定用乱数、大当り図柄決定用
乱数、小当り図柄決定用乱数、リーチ決定用乱数、変動パターン決定用乱数となる）を、
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保留記憶として主制御装置５０に格納（記憶）するとともに、第１始動口１１及び第２始
動口１２への入球に起因する各種コマンドをサブ統合制御装置８３（図３参照）に送信す
る処理を行う。以後、第１始動口１１に遊技球が入球したときに格納される保留記憶を第
１保留記憶、第２始動口１２に遊技球が入球したときに格納される保留記憶を第２保留記
憶、普通図柄作動ゲート１７を遊技球が通過したときに格納される保留記憶を普図保留記
憶として説明する。
【００５９】
　本実施形態においては、普図保留数表示装置、第１特図保留数表示装置、第２特図保留
数表示装置による各々の点灯数の最大個数は４個（最大保留記憶数が４個）となっている
。また、それぞれの保留記憶数が０であっても、第１始動口１１、第２始動口１２に遊技
球が入球したとき、又は普通図柄作動ゲート１７を遊技球が通過したときに取得される当
否乱数等の種々の乱数は、最大値未満の記憶数がある場合と同様に主制御装置５０に格納
される。
【００６０】
　第１特図始動スイッチ１１ａ又は第２特図始動スイッチ１２ａが遊技球を検出し、その
場合の第１保留記憶又は第２保留記憶の数が４個未満であれば、抽出した大当り判定用乱
数、大当り図柄決定用乱数、小当り図柄判定用乱数、リーチ決定用乱数、変動パターン決
定用乱数を第１又は第２保留記憶として記憶領域に格納する。
【００６１】
　保留記憶された各種乱数は、後述する特図当否判定処理（大当り判定処理）によって予
め設定されている値との比較抽選が行われ、大当り判定用乱数の当否判定結果が大当り図
柄決定用乱数の値に基づいて第１特図表示装置、第２特図表示装置、演出図柄表示装置６
に表示される。
【００６２】
　尚、本実施形態におけるパチンコ機は確率変動機として構成されている。具体的に説明
すると、本実施形態のパチンコ機による遊技は、大入賞口１４を閉鎖した遊技と大入賞口
１４を開放する大当たり遊技とに大別され、大入賞口１４を閉鎖した遊技には、大きく分
類して、通常遊技状態と、該通常遊技状態に比べて遊技者にとって有利な状態（大当りと
なる確率が甘く、大当りし易い）となる確変状態とが存在する。
【００６３】
　特別図柄は、確率変動図柄及び非確率変動図柄とからなり、確変状態は確率変動図柄で
の大当たり遊技終了後に移行可能に設定され、通常遊技状態、確変状態のうち、いずれの
遊技状態でも確率変動図柄で大当りすれば、大当り遊技終了後、確変状態に移行する。同
様に通常遊技状態は、非確率変動図柄での大当たり遊技終了後に移行可能に設定され、通
常遊技状態、確変状態のうち、いずれの遊技状態でも非確率変動図柄で大当たりすれば、
大当たり遊技終了後、通常遊技状態に移行する。
【００６４】
　通常遊技状態に移行後は、規定回数（例えば、１００回）だけ特別図柄及び普通図柄の
変動時間が短縮され、かつ普通電動役物の開放延長機能が作動する時短状態となる場合が
ある。特別図柄及び普通図柄の変動時間（変動開始から結果が表示されるまでの時間）が
短縮されると、一定時間内に変動表示が行なわれる回数が増大される。
【００６５】
　具体的には、本実施形態の時短状態では、特別図柄の変動時間の短縮とともに、普通図
柄表示装置に表示される普通図柄の時間短縮も行われるが、この普通図柄の変動表示を短
縮させることで、一定時間内で多数回普通図柄の確定表示が行われる。従って、一定時間
内での普通図柄が当りとなる回数が増大し、これにより普通電動役物の作動回数も増大す
る。また、時短状態では、普通電動役物の開放時間が長くなるように設定されている（開
放延長機能が作動）ので、多数の遊技球が入賞し易くなる。このように多数の遊技球が入
賞し易くなることにより、第２特別図柄の変動表示回数が更に増大されるとともに、普通
電動役物入賞で得る賞球により、遊技者の持ち玉が減り難くなり、有利な遊技を行うこと
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ができる。
【００６６】
　尚、確変状態では、時短状態と同様に特別図柄及び普通図柄の変動時間が短縮され、普
通電動役物の開放延長機能が作動する場合がある。各種図柄の短縮と普通電動役物開放延
長機能に関わる設定は時短状態と同一であるが、確変状態はそれに加えて特別図柄の大当
り確率が高くなる（大当りし易い状態）ため、更に遊技者に有利な遊技状態となる。
【００６７】
　次に、図２を用いて、本実施例における封入式遊技機５０の遊技球の循環の仕組みを説
明する。図２は循環の仕組みを背面から模式的に示した説明図となる。図２には、遊技球
を循環させるための主な装置と、遊技球を揚上させる経路と、主な制御装置が記載されて
いる。遊技球が発射されてから循環する流れを順を追って説明する。
【００６８】
　発射可能な遊技球を封入式遊技機５０が管理（記憶）している状態で、摺動操作部１０
７ａが操作されると、発射装置８７に配置された球送りソレノイド１３０が作動し、遊技
球を発射位置に送り出す。その際、本実施例の封入式遊技機５０では、発射位置に送り出
された遊技球は、必ず遊技境域３を転動する構成（発射位置に送り出された遊技球は、必
ず発射され、且つ、ファール球とならず遊技領域３に到達する）であるため、発射装置８
７内に設けられた減算センサ１３１は、送り出した遊技球を発射球として検出し、持球カ
ウンタ（払出発射制御装置８４が備える発射可能な遊技球数を記憶する装置）から１を減
算する。発射可能な遊技球数は、遊技球数表示装置１０６に表示され、減算センサ１３１
の遊技球検出に応じて１を減算して表示する。
【００６９】
　発射位置に送り出された遊技球は、摺動操作部１０７ａの位置に応じた発射強度で発射
ソレノイド１２９の作動により遊技領域３に発射される。本実施例における封入式遊技機
５０では、発射装置８７の位置（遊技球を発射する位置）が遊技領域３を表から見て左上
部（図は背面であるため右上部）となるため、従来機のように、発射された遊技球がガイ
ドレールで形成された発射経路によって打ち上げられることがなく、発射ソレノイド１２
９によって弾球された遊技球は、弾球直後に遊技領域３に到達する。
【００７０】
　遊技領域３に到達した遊技球は、遊技領域３を流下し、第１始動口１１、第２始動口１
２等の入賞口に入球するか、或いは、アウト口１５に入球する。いずれかの入賞口に入賞
した遊技球は、遊技盤１の裏面を流下し誘導経路に配置された入賞検出センサ１２４に検
出され、アウト口１５に入球した遊技球は非入賞検出センサ１２５に検出される。
【００７１】
　入賞検出センサ１２４、又は非入賞センサ１２５が遊技球を検出するとアウト球数とし
て加算される。アウト球数と発射球数（減算センサ１３１検出球数）とにより遊技球循環
の管理が行われる。本実施例では、上記した各センサは払出発射制御装置８４に接続され
、封入された遊技球の循環は払出発射制御装置８４によって管理されるが、払出発射制御
装置８４と相互通信が可能に接続された主制御装置８０で管理する構成としてもよい。
【００７２】
　入賞検出センサ１２４、非入賞センサ１２５が検出した遊技球は玉磨き装置８５に繋が
る誘導経路を流下する。玉磨き装置８５では、カセットモータ１１４、研磨モータ１１５
、カセットスイッチ１１６、研磨モータセンサ１１７を備え、研磨布を搭載したカセット
を使用し、遊技球の研磨を実施する。また、研磨布を搭載したカセットの検知が行われる
。
【００７３】
　遊技球の研磨は、研磨モータ１１５を動作させて遊技球を研磨布に押し付けるように動
かすことにより実施される。研磨布はカセットに搭載した構造で交換可能となっており、
カセットモータ１１４を使用して一定周期で布を巻き取るように作動させる。また、カセ
ットスイッチ１１６により、研磨布を搭載したカセットの有無を検知する。
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【００７４】
　研磨された遊技球は、球磨き装置８５から誘導経路を経て揚上装置８６に誘導される。
揚上装置８６は、揚上発射モータ１１９、揚上発射モータ監視センサ１２１、揚上入口セ
ンサ１２０を備え、封入式遊技機５０の下部まで流下した遊技球を、発射装置８７を配置
した上部（発射球タンク４０）まで揚上させる。
【００７５】
　本実施例の封入式遊技機５０では、揚上装置８６まで誘導された遊技球を、揚上発射モ
ータ１１９を用いて、封入式遊技機５０の上部に配置されている発射球タンク４０まで打
ち上げる構成となっている。揚上装置８６では、揚上入口センサ１２０、発射入口センサ
１３１により、揚上発射モータ１１９の遊技球発射位置と揚上経路の出口（発射球タンク
４０の入口）とに遊技球が存在するか否かを検出し、該検出結果に応じて揚上発射モータ
１１９を駆動させる。揚上発射モータ１１９の駆動によって発射された遊技球は、図に示
す封入球打上げ揚上経路の最上部の曲面に接触することより飛球経路が変化し、飛球速度
が減速して発射球タンク４０に達する。揚上発射モータ監視センサ１２１は、揚上モータ
１１９が正常な発射動作を行っているか検出する。
【００７６】
　上記した構成により、本実施例の封入式遊技機５０では、揚上装置８６に誘導された遊
技球は、揚上動作（揚上発射モータ１１９による球の打ち上げ）の実施直後に発射球の待
機する発射球タンク４０に移動する。従って、螺旋構造の揚上装置や、ベルトによる揚上
装置のように揚上経路上に複数の遊技球が存在することがないため、遊技を待機せざるを
得ない遊技球の数を減少させ、結果的に封入式遊技機５０内で循環させる封入球数を減ら
すことが可能となっている。
【００７７】
　発射球タンク４０まで揚上された遊技球は、転動して発射装置８７に至るが、発射装置
８７への誘導を兼ねる封入球数計数経路に配置された適正量センサ１２３と満タンセンサ
１２６とで遊技球を検出し、循環に必要な遊技球数を管理して過不足を検出すると報知を
行う構成となっている。この場合の報知は、台間ユニット１００を介して機外の管理装置
（ホールコンピュータ８７）に信号を出力すると共に、封入式遊技機５０が備える表示装
置（演出図柄表示装置６およびタッチパネル式液晶表示器１０２）に遊技球の過不足を表
示する。
【００７８】
　次に、台間ユニット１００について説明する。遊技客は、封入式遊技機５０で遊技を行
う場合、ＩＣカード（又は会員カード）又は現金を封入式遊技機５０と１対１で接続され
た台間ユニット１００に挿入し、球貸し操作を実施することによって封入式遊技機５０で
発射可能な遊技球が払出され遊技が可能となる。この場合の払出しは、発射可能な遊技球
数を記憶する持球カウンタに発射可能な遊技球数を加算することによって行われる。
【００７９】
　遊技の際に、入金により消費された（貸出された）遊技球と、大当り等の入賞によって
獲得された払出球情報（遊技者ごとの（当日の）獲得球情報）は、ＩＣカードとの関連付
けが行われたうえで店内の管理装置（ホールコンピュータ８７）で一旦保管された後、外
部に設けられた第三者管理のデータ管理センタで管理することにより、入球数と出球数と
が厳重に管理される。さらに、貯球は、外部の貯球第三者管理サーバーで保管され、遊技
者の貯球を保障するシステムとなっている。
【００８０】
　遊技者は遊技を終了する場合、台間ユニット１００からカードを取り出し（持球が残っ
ている場合には、持球を台間ユニット１００に移行させてからカードを取り出す）、残金
を精算する。その際ＰＯＳ管理コンピュータでデータを保存管理する。
【００８１】
　封入式遊技機５０に接続する台間ユニット１００は、従来のＣＲユニットの機能に加え
て、封入式遊技機５０が発射した遊技球数、払出した遊技球数や遊技状態などの情報を受
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信して不正行為を監視する機能、不正基板の監視機能ならびに各種遊技情報を一括する機
能を搭載している。これらの追加機能を実現するために、台間ユニット１００と封入式遊
技機５０は従来とは異なる新たなインターフェースケーブルで接続される。
【００８２】
　さらに、セキュリティー情報を共有して不正改造を防止するために、パチンコ遊技機製
造メーカーと直結した遊技機管理センタ（機歴管理センタ）で台間ユニット１００の不正
監視機能と照合することで、営業所内に設置されている遊技機の基板の固有ＩＤを常時監
視して、異常を検知した際には報知することが可能となっている。
【００８３】
　次に、封入式遊技機５０の電気的構成を図３、４に示したブロック図を用いて説明する
。詳細な図示は省略するが、主制御装置８０、払出発射制御装置８４、演出図柄制御装置
８２、サブ統合制御装置８３、はいずれもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポート、出力ポ
ート等を備えている。
【００８４】
　図３に示す主制御装置８０を中心にしたブロックでは、主制御装置８０には、遊技盤中
継端子板７４を介して、第１始動口１１に入球した遊技球を検出する第１始動口スイッチ
１１ａ、第２始動口１２に入球した遊技球を検出する第２始動口スイッチ１２ａ、普通図
柄作動ゲート１７に進入した遊技球を検出する普通図柄作動スイッチ１７ａ、大入賞口１
４に入球した遊技球を検出するためのカウントスイッチ１４ａ、一般入賞口１３に入球し
た遊技球を検出する一般入賞口スイッチ１３ａ、遊技球の流下方向に影響を与える磁力を
検出する磁力センサ９１、同様に遊技球の流下方向に影響を与える振動を検出する振動セ
ンサ９２、上記した入賞口の検出スイッチを誤動作させる電波を検出する電波センサ９３
の検出信号と、モード切替スイッチ１５１、試打モード終了スイッチ１５２、試打モード
選択スイッチ１５３の操作に応じた操作検出信号が入力される。図１を用いて説明したよ
うに、モード切替スイッチ１５１、試打モード終了スイッチ１５２、試打モード選択スイ
ッチ１５３は、遊技機前面に配置されているため、遊技者が操作可能なスイッチとなる。
【００８５】
　主制御装置８０は、搭載しているプログラムに従って動作し、上記した検出信号などに
基づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成してサブ統合制御装置８３に出力する
。また、主制御装置８０は、図柄表示装置中継端子板９０を介して、接続されている第１
特図表示装置９、第２特図表示装置１０及び普通図柄表示装置７の表示、第１特図保留数
表示装置９a、第２特図保留数表示装置１０a、普図保留数表示装置８の点灯を制御する。
【００８６】
　更に、主制御装置８０は、大入賞口ソレノイド１４ｂを制御することで大入賞口１４の
開閉を制御し、普通電動役物ソレノイド１２ｂを制御することで第２始動口１２の開閉を
制御し、入賞口への入賞を検出すると入賞口毎に設定された獲得遊技球数を入賞表示装置
２０に表示する。また、各入賞口への入賞に応じて賞球数指示信号を払出発射制御装置８
４に送信する（各入賞口に入賞した遊技球の個数と各入賞口に設定された獲得遊技球数を
、払出発射制御装置８４に一定間隔毎にシリアル信号（コマンド形式）で送信する構成と
してもよい）。
【００８７】
　また、主制御装置８０からの出力信号は、図柄変動、遊技状態、大当り（特別遊技とも
いう）等の管理用の信号が、払出発射制御装置８４と台間ユニット１００を介してホール
コンピュータに送られる。但し、試打モード期間に限っては、管理用の信号は機外に出力
されない。
【００８８】
　サブ統合制御装置８３は、主制御装置８０から送信されてくるデータ及びコマンドを受
信し、それらを演出表示制御用、音制御用及びランプ制御用のデータに振り分けて、演出
表示制御用のコマンド等は演出図柄制御装置８２に送信し、音制御用及びランプ制御用は
自身に含まれている各制御部位（音声制御装置及びランプ制御装置としての機能部）に分
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配する。そして、音声制御装置としての機能部は、音声制御用のデータに基づいて音ＬＳ
Ｉを作動させることによってスピーカか６６らの音声出力を制御し、ランプ制御装置とし
ての機能部はランプ制御用のデータに基づいてランプドライバを作動させることによって
各種ＬＥＤ、ランプ２６を制御する。
【００８９】
　演出図柄制御装置８２は、サブ統合制御装置８３から受信したデータ及びコマンド（共
に主制御装置８０、又は主制御装置８０を介して払出発射制御装置８４から送信されてき
たものとサブ統合制御装置８３が主制御装置８０からの入力に基づいて生成したものとが
ある）に基づく制御を行い、擬似図柄等の演出画像を演出図柄表示装置６の画面に表示さ
せる。尚、サブ統合制御装置８３と主制御装置８０とは間に演出中継端子板６５を介した
主制御装置８０からサブ統合制御装置８３への一方向通信回路として構成され、サブ統合
制御装置８３と演出図柄制御装置８２とはサブ統合制御装置８３から演出図柄制御装置８
２への一方向通信回路として構成されている。
【００９０】
　次に、図４を用いて、主制御装置８０と双方向通信が可能に接続された払出発射制御装
置８４を中心としたブロックを説明する。払出発射制御装置８４は、搭載しているプログ
ラムに従って動作し、主制御装置８０から上述した獲得遊技球数の要求を示すコマンドを
受信すると、要求された獲得遊技球数を発射可能な遊技球数（持球カウンタ）へ加算し、
加算した値を遊技球数表示装置１０６に表示する。また、後述する操作に応じた信号又は
、センサの検出に応じた信号に基づいて、貸球の加算、遊技球の発射、遊技球の研磨、遊
技球（封入球）の循環、等を制御する。
【００９１】
　払出発射制御装置８４に台間ユニット１００及び操作部接続基板１０１を介して接続さ
れた操作部装置１０２となるタッチパネル式の液晶表示器には、前述したように球貸しボ
タン１０２ａと、返却ボタン１０２ｂと、画面切換ボタン１０２ｃと、球貸しボタン１０
２ａ及び返却ボタン１０２ｂの操作結果を示す操作結果表示部１０２ｄとが設けられてい
る。この封入式遊技機５０に設けられたタッチパネル式の液晶表示器の電源は、台間ユニ
ット１００から供給される。
【００９２】
　また、タッチパネル式液晶表示器には、台間ユニット１００に挿入されたＩＣカード（
又は会員カード）に記録されているカード情報や封入式遊技機５０の遊技情報（遊技履歴
等）を表示する機能も備えている。
【００９３】
　操作部装置１０２の球貸しボタン１０２ａを操作すると、タッチパネル操作情報として
貸球数の加算を要求する信号が台間ユニット１００を介して払出発射制御装置８４に入力
され、払出発射制御装置８４は、該入力によって要求された貸球数を持球カウンタに加算
し、加算後の持球カウンタの値を遊技球数表示装置１０６に表示する。この時、遊技球数
表示装置１０６の加算状況に応じて貸球動作の結果内容を操作結果表示部１０２ｄに表示
する。なお、一回の球貸しボタン１０２ａの操作に対しては、予め設定された所定額（例
えば、５００円）に応じた貸球数（例えば、１２５個）を要求する。
【００９４】
　操作部装置１０２の返却ボタン１０２ｂを操作すると、タッチパネル操作情報としてＩ
Ｃカードの返却動作を要求する信号が台間ユニット１００に入力され、台間ユニット１０
０から払出発射制御装置８４に入力される。その時の封入式遊技機５０の状態がＩＣカー
ドの返却が可能な状態であるか否かに応じて返却の可否と返却結果を操作結果表示部１０
２ｄに表示する。返却可能な状態であれば、操作結果表示部１０２ｄに返却が可能である
ことが表示され、ＩＣカードが台間ユニット１００から排出される。
【００９５】
　操作部装置１０２の画面切換ボタン１０２ｃを操作すると切換回路１０１ａが作動し、
タッチパネル式液晶表示器に表示する情報を、台間ユニット１００から受信した情報から
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封入式遊技機５０の演出図柄制御装置８２から受信した情報（画像含む）へ切り替える。
この切り替えに応じて、演出図柄表示装置６には台間ユニット１００からの情報が表示さ
れる。
【００９６】
　台間ユニット１００と操作部接続基板１０１とは相互通信が可能に接続され、演出図柄
制御装置８２と操作部装置１０２とは、互いに操作部接続基板１０１と相互通信が可能に
接続されている。なお、封入式遊技機５０からホールコンピュータ８７への全ての出力は
、台間ユニット１００を介して行われるため、台間ユニット１００も封入式遊技機５０を
管理することが可能な構成となっている。但し、この構成に限らず、台間ユニット１００
を介さずにホールコンピュータ８７に出力する構成も考えられ、台間ユニット１００の制
御内容を遊技媒体の管理に限定してもよい。
【００９７】
　封入式遊技機５０内においては、払出発射制御装置８４には操作部中継基板１０３が相
互通信可能に接続され、操作部中継基板１０３には相互通信可能に遊技球数表示基板１０
４が接続されている。遊技球数表示基板１０４には、計数スイッチ１０５と遊技球数表示
装置１０６が配置され、計数スイッチ１０５の操作信号が払出発射制御装置８４に入力さ
れる。また、払出発射制御装置８４の出力に応じて遊技球数表示装置１０６に発射可能な
遊技球数が表示される。
【００９８】
　計数スイッチ１０５が操作されると、持球カウンタが記憶している全ての値を持球カウ
ンタから減算し、台間ユニット１００に減算した値を送信する（ＩＣカードに所定数を移
行）（本発明の精算手段に該当）。よって持球カウンタの値を表示する遊技球数表示装置
１０６の数値は０となる。計数スイッチ１０５の操作によって発射可能な遊技球数が０に
なると、台間ユニット１００に挿入されているＩＣカードの返却が可能となる。
【００９９】
　払出発射制御装置８４には、裏配線中継端子板７５を介して、前枠閉鎖スイッチ１８、
内枠閉鎖スイッチ１９からの検出信号が入力され、操作部中継基板１０３を介して、発射
操作ユニット１０７が相互通信が可能に接続され、発射操作ユニット１０７では、前述し
たように、発射強度調節スイッチ１０８、発射強度固定スイッチ１１０、発射停止スイッ
チ１１１、タッチセンサ１１２、からの信号が払出発射制御装置８４へ入力され、発射強
度表示装置１０９の表示が払出発射制御装置８４によって制御される。
【０１００】
　また、払出発射制御装置８４には、相互通信可能に接続された研磨中継基板１１３を介
して、カセットスイッチ１１６、研磨モータセンサ１１７の検出信号が入力され、払出発
射制御装置８４は研磨中継基板１１３を介してカセットモータ１１４、研磨モータ１１５
の駆動を制御する。
【０１０１】
　また、研磨中継基板１１３と相互通信可能に接続された揚上中継基板１１８を介して、
払出発射制御装置８４には、揚上入口センサ１２０、揚上モータ監視センサ１２１からの
検出信号が入力され、払出発射制御装置８４は前述した揚上発射モータ１１９の駆動を制
御する。
【０１０２】
　また、内枠中継基板１２２は、内枠中継基板１２２から研磨中継基板１１３へと一方向
通信が可能に接続され、内枠中継基板１２２には、前述した、適正量センサ１２３、入賞
検出センサ１２４、非入賞検出センサ１２５、満タンセンサ１２６と、夜間監視スイッチ
１２７とが接続され、各センサ又はスイッチからの信号が払出発射制御装置８４に入力さ
れる。
【０１０３】
　夜間監視スイッチ１２７は、夜間（営業時間外）の扉開放を伴う不正を判断するための
装置であり、電源基板に搭載されたバックアップ電源により、電源がオフの状態であって
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も内枠７０の開放を監視可能とし、払出発射制御装置８４が夜間の内枠７０の開放回数情
報を記憶し、電源投入時に開放回数情報を主制御装置８０を介して機外に出力する構成と
なっている。
【０１０４】
　また、研磨中継基板１１３と相互通信が可能に接続された発射中継基板１２８を介して
、払出発射制御装置８４には、減算センサ１３１、発射入口センサ１３２の検出信号が入
力され、同様に発射中継基板１２８を介して払出発射制御装置８４は、球送りソレノイド
１３０と発射ソレノイド１２９の駆動を制御する。
【０１０５】
　次に、図５を用いて、主制御装置８０が実行する電源投入時処理を説明する。本実施例
の封入式遊技機５０は、バックアップ機能を備えているため、電源投入時には電源遮断時
の遊技状態に復帰が可能な構成となっている。但し、電源遮断時が試打モード中であった
場合は、試打モードの遊技状態をクリアする処理が行われ、ＲＡＭクリアスイッチを操作
した場合と同一の状態で電源が復帰する。
【０１０６】
　図５には記載されていないが、封入式遊技機５０の電源が投入されるとＣＰＵのセキュ
リティーチェックが行なわれ、その後、図５に記載されているようにスタックポイントを
初期値に設定する（Ｓ１０）。なお、本実施例では初期値が８０００Ｈに設定されている
。続いて、電源投入時に必要な設定である、割込みモードの設定（Ｓ１５）、内蔵ＲＡＭ
のアクセス許可（Ｓ２０）、電源断フラグのクリア（Ｓ２５）を行う。
【０１０７】
　Ｓ２５の後は、ＲＡＭクリアスイッチからの信号がオンか否かを判定する（Ｓ３０）。
ＲＡＭクリア信号は、図示省略するＲＡＭクリアスイッチを押しながら、封入式遊技機５
０の電源を投入するための電源スイッチ（図示省略）を操作することで（電源を投入する
ことで）出力される信号である。なお、このＲＡＭクリア信号の読み込みは、この１回だ
け行なわれるだけであり、それ以降には読み込みされない。
【０１０８】
　Ｓ３０が肯定判定なら、ＲＡＭの初期化をするための処理が行われ、否定判定ならＲＡ
Ｍに記憶された遊技状態の情報を使用してパチンコ機５０を復帰させる処理が行われる。
このＲＡＭにはパチンコ機５０の遊技状態に関する情報が含まれており、パチンコ機５０
の電源（通常電源）が遮断された場合でもバックアップ電源により、このＲＡＭに記憶さ
れた情報が所定時間、保持される。
【０１０９】
　よって、電源遮断直前の遊技状態が大当り遊技中であった場合には大当り遊技中から、
高確率遊技状態であった場合には高確率遊技状態から遊技が再開可能であり、突然の停電
などで遊技者に不利益を与えることはない。
【０１１０】
　実際の制御としては、Ｓ３０が否定判定なら（Ｓ３０：ｎｏ）、電源遮断時の発生情報
は正常か否かを判定し（Ｓ３５）、肯定判定なら（Ｓ３５：ｙｅｓ）、ＲＡＭ判定値を算
出し（Ｓ４０）、電源断時に保存されたＲＡＭ判定値と一致するか、即ち正常な値か否か
判定する（Ｓ４５）。肯定判定なら（Ｓ４５：ｙｅｓ）、電源遮断時の発生情報をクリア
する（Ｓ５０）。
【０１１１】
　Ｓ５０に続いては、試打モードフラグが０か否か判定する（Ｓ５５）。試打モードフラ
グは、主制御装置８０が記憶する値であり、値が１なら試打モード（本発明の試打モード
に該当）であることを、値が０なら通常遊技モード（本発明の通常遊技モードに該当）を
含む試打モード以外の状態であることを主制御装置８０が判断する。加えて、主制御装置
８０は試打モードフラグの切換に応じて切替え後の値に応じた信号を払出発射制御装置８
４に送信し、払出発射制御装置８４は試打モードフラグの値を記憶する記憶領域を備える
ことによって、払出発射制御装置８４においても試打モード中か否かの判断が随時可能な
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構成となっている。また、試打モード中は、試打モードであることを示す信号を、台間ユ
ニット１００を介してホールコンピュータ８７に出力する。この出力は、試打モード中は
絶えず出力されるものであってもよいし、通常遊技モードから試打モードへの切換時、及
び試打モード（試打モード終了状態）から通常遊技モードへの切換時に出力されてもよい
。
【０１１２】
　Ｓ５５が肯定判定、即ち、電源遮断時が通常遊技モードなら（Ｓ５５：ｙｅｓ）、サブ
統合制御装置８３に電源遮断直前の遊技状態に復帰させるためのコマンドを送信し（Ｓ６
０）、ＣＰＵ周辺デバイスの初期設定（Ｓ６５）、割込み許可設定を行って（Ｓ７０）、
遊技が開始される。ここでいう遊技の開始は、主制御装置８０がメインルーチンの実行を
開始することである。
【０１１３】
　Ｓ３０が肯定判定なら（Ｓ３０:ｙｅｓ）、ＲＡＭクリアスイッチがオフになったか否
か判定し（Ｓ７５）、否定判定、即ち、オンのままなら（Ｓ７５：ｎｏ）、Ｓ７５の判定
を繰り返す。Ｓ７５が肯定判定、又はＳ３５、Ｓ４５、Ｓ５５が否定判定なら（Ｓ７５：
ｙｅｓ、Ｓ３５：ｎｏ、Ｓ４５：ｎｏ、Ｓ５５：ｎｏ）、ＲＡＭに記憶されている内容を
全て０クリアし（Ｓ８０）、各種乱数の初期値設定（Ｓ８５）、ＲＡＭの初期値設定（Ｓ
９０）を行い、Ｓ６５に進む。
【０１１４】
　以上が、主制御装置８０が実行する電源投入時処理となる。試打モード中に電源が遮断
された場合は、Ｓ５５の否定判定によってＲＡＭクリアスイッチを操作しながら電源を立
ち上げた状態と同一の遊技状態で遊技を開始することが可能となる。従って、電源遮断時
に記憶されていた試打モード用の持球カウンタの値もクリアされた状態となり、試打モー
ド（のみ）に使用する持球が不正に使用されることはない。
【０１１５】
　次に、図６を用いて、払出発射制御装置８４が実行する持球加減算処理を説明する。持
球加減算処理は、封入式遊技機５０が記憶する発射可能な遊技球数を管理する処理となる
。持球加減算処理を開始すると、減算センサ１３１が遊技球を検出したか、即ち、遊技球
を発射したか否か判定する（Ｓ１００）。肯定判定なら（Ｓ１００：ｙｅｓ）、持球カウ
ンタから１を減算する（Ｓ１０５）。持球カウンタは、発射可能な遊技球数を記憶する装
置であり、持球カウンタの値（発射可能な遊技球数）は遊技球数表示装置１０６に表示さ
れ、持球カウンタの値の変化に応じて表示内容（数値）も変化する。
【０１１６】
　Ｓ１０５、又はＳ１００の否定判定（Ｓ１００：ｎｏ）に続いては、主制御装置８０か
ら第１始動口スイッチ１１ａ、第２始動口スイッチ１２ａ、カウントスイッチ１４ａ、又
は一般入賞口スイッチ１３ａの遊技球検出に応じた持球カウンタへの加算指示信号を受信
したか否か判定する（Ｓ１１０）。否定判定なら（Ｓ１１０）リターンし、肯定判定なら
（Ｓ１１０：ｙｅｓ）、受信した指示信号が示す賞球数を持球カウンタに加算し（Ｓ１１
５）リターンする。
【０１１７】
　本実施例では、主制御装置８０から払出発射制御装置８４に賞球数を示す指示信号を送
信する構成としたが、どの入賞口に入賞したかを示す信号のみを主制御装置８０から払出
発射制御装置８４に送信し、各入賞口に対応する賞球数は払出発射制御装置８４で判断す
る構成としてもよい。
【０１１８】
　また、払出発射制御装置８４は、Ｓ１０５の処理によって持球カウンタの値が１０減算
される毎に、台間ユニット１００を介して機外のホールコンピュータ８７に発射球数信号
（１００ｍｓのＨｉ信号）を出力する構成となっているが、この構成は通常遊技モード中
のみ実施され、試打モード中は持球カウンタの減算に応じた信号は機外に出力されない。
【０１１９】
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　また、払出発射制御装置８４は、S１１５の処理によって加算される持球カウンタの値
が、１０加算される毎に台間ユニット１００を介して機外のホールコンピュータ８７に賞
球数信号（１００ｍｓのＨｉ信号）を出力する構成（連続して出力する場合は１００ｍｓ
のＬｏｗを経てから出力するため、持球カウンタの加算速度に応じて出力回数を記憶する
構成）となっているが、この構成は通常遊技モード中のみ実施され、試打モード中は持球
カウンタの値の加算に応じた信号は機外に出力されない。
【０１２０】
　なお、本実施例では、持球カウンタの値が１０個増加するごとに機外に賞球数信号を出
力する構成としたが、持球カウンタへの加算処理（Ｓ１１５）が行われる毎に、加算した
値を示す信号（コマンド）を台間ユニット１００に送信する構成としてもよい。また、所
定時間が経過するごとに、その間に増加した持球カウンタの値を台間ユニット１００に送
信する構成としてもよく、どのようなタイミングでどのような値を送信してもよいが、ホ
ールに設置された主なホールコンピュータの仕様に応じた形式が好ましい。
【０１２１】
　また、試打モード中であることを示す信号を台間ユニット１００を介してホールコンピ
ュータ８７に出力される場合は、ホールコンピュータ８７が通常遊技モードと試打モード
とを区別して管理できれば、試打モード中であっても上記した発射球数信号と賞球数信号
とを出力する構成としてもよい。これにより、試打モードでの遊技が多すぎる場合等ホー
ルコンピュータ８７の管理によって早期に発見し対処できる。
【０１２２】
　次に、図７を用いて、払出発射制御装置８４が実行するＩＮ／ＯＵＴ管理処理を説明す
る。ＩＮ／ＯＵＴ管理処理を開始すると、減算センサ１３１が遊技球を検出したか否か判
定する（Ｓ１５０）。肯定判定なら（Ｓ１５０:ｙｅｓ）、管理カウンタに＋１し（Ｓ１
５５）、否定判定（Ｓ１５０：ｎｏ）、又はＳ１５５に続いては、入賞検出センサ１２４
が遊技球を検出したか否か判定する（Ｓ１６０）。肯定判定なら（Ｓ１６０:ｙｅｓ）、
管理カウンタから－１し（Ｓ１６５）、否定判定（Ｓ１６０：ｎｏ）、又はＳ１６５に続
いては、非入賞検出センサ１２５が遊技球を検出したか否か判定する（Ｓ１７０）。肯定
判定なら（Ｓ１７０:ｙｅｓ）、管理カウンタから－１し（Ｓ１７５）、Ｓ１７０の否定
判定（Ｓ１７０：ｎｏ）、又はＳ１７５に続いては、管理カウンタの値が０か否か判定す
る（Ｓ１８０）。肯定判定なら（Ｓ１８０：ｙｅｓ）、管理フラグに０をセットして（Ｓ
１８５）リターンし、否定判定なら（Ｓ１８０:ｎｏ）、管理フラグに１をセットして（
Ｓ１９０）リターンする。
【０１２３】
　管理カウンタは払出発射制御装置８４が備える装置であり、管理カウンタの値によって
遊技球の発射と回収の状況を管理する。管理カウンタの値が０であれば、発射した遊技球
が全て回収された状態となる。
【０１２４】
　管理フラグも、払出発射制御装置８４が記憶する値であり、値が０であれば、発射した
遊技球が全て回収された状態であると判断し、値が１であれば、発射した遊技球が全て回
収されていない状態であると判断する。従って、管理フラグが０であれば、遊技球の発射
が停止されてから、少なくとも最後に発射した遊技球が遊技領域３の流下を終了するまで
の時間が経過し、遊技領域３上には遊技球が存在しない状態であることを払出発射制御装
置８４が判断でき、管理フラグが１であれば、発射した遊技球が全て回収できていないと
判断できる。
【０１２５】
次に、図８を用いて、払出発射制御装置８４が実行する精算処理を説明する。この処理は
、遊技者が遊技を終了する際に実施する計数ボタン１０５の操作に応じて実施される処理
となり、本発明の精算手段に該当する処理となる。
【０１２６】
　精算処理を開始すると、計数スイッチ１０５の操作に応じた信号を受信したか否か判定
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する（Ｓ２００）。否定判定なら（Ｓ２００:ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ２０
０：ｙｅｓ）、主制御装置８０から受信した試打モードフラグの値を記憶する記憶領域の
値、即ち試打モードフラグの値が０か否か判定する（Ｓ２５０）。否定判定、即ち、試打
モード中なら（Ｓ２５０：ｎｏ）リターンし、肯定判定、即ち、通常遊技モード中なら（
Ｓ２５０：ｙｅｓ）、持球カウンタの値が０よりも大きいか否か判定する（Ｓ２５５）。
【０１２７】
　Ｓ２５５が否定判定なら（Ｓ２５５:ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ２５５：ｙ
ｅｓ）、持球精算処理により持球カウンタの値を全て持球カウンタから減算することによ
って持球カウンタの値を０にし（Ｓ２６０）、減算した値を台間ユニット１００に移行し
（Ｓ２６５）。台間ユニット１００に移行した遊技球数を示す信号と、遊技の終了を示す
信号とを台間ユニット１００を介してホールコンピュータに送信して（Ｓ２７０）リター
ンする。
【０１２８】
　以上が、払出発射制御装置８４が実行する精算処理となる。この処理によって、通常遊
技モード中は精算が可能となり、試打モード中は清算が不可能となっている。また、計数
スイッチ１０５の操作内容に応じて、持球カウンタから所定数（全てではない）を台間ユ
ニット１００に移行する構成としてもよく、例えば、計数スイッチ１０５の長押下ろしを
行うと、所定数だけ持球カウンタに残して所定数以外の値は台間ユニット１００に移行す
る構成としてもよい（所定数より多い値が持球カウンタにある場合）。これにより、獲得
した遊技球をＩＣカードに確保した上で遊技を継続することが簡単な操作で可能となる。
【０１２９】
　次に、図９を用いて、払出発射制御装置８４が実行する球貸要求信号受信処理を説明す
る。この処理は、本発明の貸球加算指示手段に該当する処理となる。球貸要求信号受信処
理を開始すると、台間ユニット１００から球貸し要求信号を受信したか否か判定する（Ｓ
３００）。否定判定なら（Ｓ３００：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ３００：ｙｅ
ｓ）、試打モードフラグが０か否か判定する（Ｓ３０５）。否定判定、即ち、試打モード
中なら（Ｓ３０５：ｎｏ）、リターンし、肯定判定なら（Ｓ３０５：ｙｅｓ）、持球カウ
ンタ加算処理として持球カウンタに１２５（５００円分の遊技球数）を加算し、持球カウ
ンタへの加算を実施したことを示す信号を台間ユニット１００に送信して（Ｓ３１０）リ
ターンする。１回の球貸し要求に対する持球カウンタに加算する数値はこの値に限るわけ
ではなく、任意に設定できる構成でもよい。
【０１３０】
　以上が、払出発射制御装置８４が実行する球貸要求信号受信処理となり、通常遊技モー
ドでは、受信した球貸要求信号に応じて球貸しが実施されるが、試打モード中は球貸要求
信号を受信しても球貸しは実施されない構成となる。
【０１３１】
　次に、図１０から図１３を用いて、主制御装置８０が実行する特図当否判定処理を説明
する。説明内容は、通常遊技モードで実施される処理となるが、試打モードにおいても通
常遊技モードと同様の処理が実施される。この特図当否判定処理に応じて実施される特別
図柄及び演出図柄の変動表示も、通常遊技モードと試打モードとでは何ら変わりはないが
、試打モード中に大当り判定となった場合は、大当り図柄を確定表示した時点で強制的に
試打モードを終了する。また、試打モード中に持球カウンタが０になった時点でも、特図
判定処理、各種図柄の変動表示を強制的に終了し、試打モードを終了する。これらの試打
モードの終了契機は、後述する試打モード終了条件となっている。
【０１３２】
　図１０に示す特図当否判定処理を開始すると、大当りフラグの値に基づいて条件装置が
非作動中か否か（大当りフラグ＝０）判定する（Ｓ８００）。大当りフラグは、特別図柄
の抽選で当選した場合（取得した大当り判定用乱数の値が予め定められた所定の値と一致
していた場合）に１が設定される。
【０１３３】
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　Ｓ８００が否定判定なら（Ｓ８００：ｎｏ）特別遊技処理に進み、肯定判定なら（Ｓ８
００:ｙｅｓ）、特別図柄が非変動中か否か（Ｓ８０５）、確定図柄の非表示中であるか
（Ｓ８１０）の判断が行われる。Ｓ８０５及びＳ８１０の判定は、第１特別図柄、第２特
別図柄の両方について行われる。つまり、第１特別図柄と第２特別図柄とは同時に変動を
行わないため、第１特別図柄、第２特別図柄のいずれかでも変動中あるいは確定表示中で
あれば、このＳ８０５とＳ８１０とは否定判定となる。
【０１３４】
　Ｓ８０５、Ｓ８１０、共に肯定判定なら（Ｓ８０５：ｙｅｓ、Ｓ８１０：ｙｅｓ）、第
２保留記憶が有るか否か判定し（Ｓ８１５）否定判定なら（Ｓ８１５：ｎｏ）、第１保留
記憶が有るか否か判定する（Ｓ８２０）。Ｓ８１５が肯定判定なら（Ｓ８１５：ｙｅｓ）
、最も古い第２保留記憶について大当り抽選を行い、Ｓ８２０が肯定判定なら（Ｓ８２０
：ｙｅｓ）、最も古い第１保留記憶について大当り抽選を行う。最も古い保留記憶は抽選
に応じて記憶領域から読み出されるが、保留記憶が残っている場合は記憶領域のシフト処
理が行われ読み出された最も古い保留記憶は記憶領域から消去される。
【０１３５】
　Ｓ８１５の肯定判定、又はＳ８２０の肯定判定に続いては、確変フラグが０か否か判定
する（Ｓ８２５）。確変フラグは主制御装置８０が記憶する値であり、値が０なら通常遊
技状態（低確率で大当り抽選）であることを、値が１なら確率変動状態（確変状態ともい
う）（高確率で大当り抽選）であることを主制御装置８０が判断する（図１４（１）参照
）。
【０１３６】
　Ｓ８２５が肯定判定、即ち、当該処理中の遊技状態が通常遊技状態で大当り抽選の確率
が低確率であれば（Ｓ８２５：ｙｅｓ）、１０個の当り値が設定されている通常確率判定
用テーブルと読み出した大当り判定用乱数とを比較して抽選を行い（Ｓ８３０）、Ｓ８２
５が否定判定、即ち、当該処理中の遊技状態が確変状態で大当り抽選の確率が高確率であ
れば（Ｓ８２５：ｎｏ）、１００個の当り値が設定されている高確率判定用テーブルと読
み出した大当り判定用乱数とを比較して抽選を行う（Ｓ８３５）。これにより確変状態で
大当りを取得する確率は、通常遊技状態よりも１０倍高くなる。なお、小当りの抽選は、
確変状態と通常遊技状態とで抽選確率に変わりはない。
【０１３７】
　試打モードにおいても、通常遊技モードと同様に確変状態は通常遊技状態よりも１０倍
確率が甘くなっており、遊技者が確変状態の遊技状態を選択すると、確変フラグに１が設
定されることによって確変状態の遊技が可能となる。
【０１３８】
　Ｓ８３０、又はＳ８３５に続いては、上記抽選結果が大当りか否か判定し（Ｓ８４０）
、肯定判定、即ち、大当りに当選していれば（Ｓ８４０：ｙｅｓ）読み出した大当り図柄
決定用乱数に基づいて大当り図柄を決定し（Ｓ８４５）、決定した大当り図柄の種類に基
づいてモードバッファの設定を行う（Ｓ８５０）。
【０１３９】
　モードバッファは、大当り遊技と、大当り遊技終了後の遊技状態、即ち確変フラグ、時
短フラグ、（状態フラグ）、確変カウンタ、時短カウンタを設定するために、当否判定時
の決定内容を一時記憶しておく記憶領域である。従ってモードバッファは、大当り遊技終
了処理時に参照されるために、記憶した内容（値）を大当り遊技が終了するまで主制御装
置８０が記憶する（大当り遊技終了処理時にクリア）。これは、大当り遊技中(役物連続
作動装置が作動している間)は、遊技状態を通常状態（状態フラグ、確変フラグ、時短フ
ラグともに値が０）とする必要があるためであり、大当り遊技後の遊技状態は、当否判定
時に決定されるが、該遊技状態を制御する装置である確変フラグ、時短フラグ、（状態フ
ラグ）の設定は大当り遊技終了後に行われる。
【０１４０】
　なお、時短フラグ、状態フラグも共に主制御装置８０が記憶する値であり、時短フラグ
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は図１４（２）に示すように、値が０なら通常遊技状態で開放延長機能が未作動であるこ
とを、値が１なら時短状態且つ開放延長機能が作動中であることを主制御装置８０が判断
する。
【０１４１】
　主制御装置８０は、確変機能と時短機能の作動を上述した確変フラグと時短フラグとに
よって設定する。それぞれの機能はフラグ値によって作動と未作動とを主制御装置８０が
判定可能とするが、遊技状態としては、個々に設定される二つの機能の作動、未作動を組
み合わせることによって４種類発生する。具体的には、図１４の（３）（４）に示すよう
に、確変フラグの値と時短フラグの値がともに「０」となる「通常確率時短無し」の状態
。確変フラグの値が「０」で、時短フラグの値が「１」となる「通常確率時短有り」の状
態。確変フラグの値が「１」で、時短フラグの値が「０」となる「確率変動時短無し」（
潜伏状態）の状態。確変フラグの値が「１」で、時短フラグの値が「１」となる「確率変
動時短有り」の状態となる。この４種類の遊技状態が状態フラグの値として設定され、図
１４（３）に示す状態フラグの内容となる。図１４（４）は、上記した確変フラグと時短
フラグと状態フラグの関係を示す表であり。状態フラグは確変フラグの設定値と時短フラ
グの設定値を加算することによって得た値から設定可能とし、更に、状態フラグの値から
確変フラグと時短フラグの値を導くことが可能な構成となっている。
【０１４２】
　また、本実施例では、遊技機が実施する大当り遊技は、Ｓ８４５で決定した大当り図柄
の種類に基づいて６種類の中からいずれかが実施される。具体的な６種類の大当り遊技の
内容と各大当り遊技に対応した大当り遊技終了後の遊技状態を、図１５の図表を用いて説
明する。
【０１４３】
　Ｓ８４５で区分１の非確変図柄が決定された場合は、モードバッファに１が設定され、
演出図柄表示装置６の大当り確定表示には、非確変を示す大当り図柄（大当り確定疑似図
柄）が表示される。この大当り図柄に対して実施される大当り遊技は、大入賞口１４が１
０カウント１５ラウンドの開放動作を行い、大当り図柄の種類によって大当り遊技終了後
の遊技状態が遊技者の不利な通常遊技（低確率）状態であることを報知しているが、大当
りラウンド中に確変昇格演出（大当り遊技終了後の遊技状態が確変に昇格するか否かの演
習）は実施しない。この大当り遊技が終了した時点でモードバッファの値が参照され、確
変フラグに０、確変カウンタに０、時短フラグに１時短カウンタに１００、状態フラグに
１が設定され、大当り遊技終了後が「通常確率時短あり」の遊技状態となる。
【０１４４】
　なお、時短カウンタに１００が設定されるため、大当り遊技終了後から特別図柄が１０
０回の変動を実施するまでは「通常確率時短あり」の遊技状態（時短フラグ＝１）を保持
するが、１００回の変動表示実施後は時短フラグに０が設定されるため、「通常確率時短
無し」の遊技状態に変化する。
【０１４５】
　Ｓ８４５で区分２の確変図柄が決定された場合は、モードバッファに２が設定され、演
出図柄表示装置６の大当り確定表示には、確変を示す大当り図柄（大当り確定疑似図柄）
が表示される。この大当り図柄に対して実施される大当り遊技は、大入賞口１４が１０カ
ウント１５ラウンドの開放動作を行う。この場合も確定表示した大当り図柄の種類によっ
て大当り遊技終了後は遊技者に有利な確変状態となることが報知されているため確変昇格
演出は行わない。この大当り遊技が終了した時点でモードバッファの値が参照され、確変
フラグに１、確変カウンタに１００００、時短フラグに１時短カウンタに１００００、状
態フラグに３が設定され、大当り遊技終了後が「確率変動時短あり」の遊技状態となる。
なお、確変カウンタ、時短カウンタ共に１００００が設定されるためほぼ次回の大当りま
でこの遊技状態を保持することになる。
【０１４６】
　Ｓ８４５で区分３の非確変図柄が決定された場合は、モードバッファに３が設定され、
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演出図柄表示装置６の大当り確定表示には、確変か非確変かどちらかわからない曖昧図柄
を大当り図柄（大当り確定疑似図柄）として表示する。この大当り図柄（区分３非確変）
に対して実施される大当り遊技も、大入賞口１４が１０カウント１５ラウンドの開放動作
を行い、この場合は確定表示した大当り図柄が確変か非確変かが分からない態様であった
ため、大当り遊技のラウンド中に確変昇格演出を行い、大当り遊技が終了するまでに大当
り遊技終了後の遊技状態が非確変（低確率）となること報知する。大当り遊技が終了した
時点でモードバッファの値が参照され、確変フラグに０、確変カウンタに０、時短フラグ
に１時短カウンタに１００、状態フラグに１が設定され、大当り遊技終了後が「通常確率
時短あり」の遊技状態（区分１の非確変と同一）となる。
【０１４７】
　Ｓ８４５で区分４の確変図柄が決定された場合は、モードバッファに４が設定され、演
出図柄表示装置６の大当り確定表示には、確変か非確変かどちらかわからない曖昧図柄を
大当り図柄（大当り確定疑似図柄）として表示する。この大当り図柄（区分４確変）に対
して実施される大当り遊技も、大入賞口１４が１０カウント１５ラウンドの開放動作を行
い、この場合も確定表示した大当り図柄が確変か非確変かが分からない態様であったため
、大当り遊技のラウンド中に確変昇格演出を行い、大当り遊技が終了するまでに大当り遊
技終了後の遊技状態が確変となることを報知する。大当り遊技が終了した時点でモードバ
ッファの値が参照され、確変フラグに１、確変カウンタに１００００、時短フラグに１時
短カウンタに１００００、状態フラグに３が設定され、大当り遊技終了後が「確率変動時
短あり」の遊技状態（区分２の確変と同一）となる。
【０１４８】
　Ｓ８４５で区分５の非確変図柄が決定された場合は、モードバッファに５が設定され、
演出図柄表示装置６の大当り確定表示には、確変か非確変かどちらかわからない曖昧図柄
を大当り図柄（大当り確定疑似図柄）として表示する。この大当り図柄（区分５非確変）
に対して実施される大当り遊技は、大入賞口１４が１０カウント４ラウンドの開放動作を
行い、この場合も確定表示した大当り図柄が確変か非確変かが分からない態様であったが
、大当り遊技終了後も確率状態を曖昧にするために確変昇格演出は行わない。大当り遊技
が終了した時点でモードバッファの値が参照され、確変フラグに０、確変カウンタに０、
時短フラグに０時短カウンタに０、状態フラグに０が設定され、大当り遊技終了後が「通
常確率時短なし」の遊技状態となる。
【０１４９】
　Ｓ８４５で区分６の確変図柄が決定された場合は、モードバッファに６が設定され、演
出図柄表示装置６の大当り確定表示には、確変か非確変かどちらかわからない曖昧図柄を
大当り図柄（大当り確定疑似図柄）として表示する。この大当り図柄（区分６確変）に対
して実施される大当り遊技は、大入賞口１４が１０カウント４ラウンドの開放動作を行い
、この場合も確定表示した大当り図柄が確変か非確変かが分からない態様であったが、大
当り遊技終了後も確率状態を曖昧にするために確変昇格演出は行わない。大当り遊技が終
了した時点でモードバッファの値が参照され、確変フラグに１、確変カウンタに１０００
０、時短フラグに０時短カウンタに０、状態フラグに２が設定され、大当り遊技終了後が
「確率変動時短なし」の遊技状態となる。
【０１５０】
　また、本実施例では特別図柄を表示している場合の背景の態様によって確変状態か否か
を示唆する構成となっており、背景が朝であれば低確率状態、背景が夜であれば確変状態
を示唆し、背景が昼であれば、どちらの確率状態か示唆しない状態であることを示す。従
って、上記した区分１、３の非確変図柄による大当り遊技終了後からは朝背景の遊技が開
始され、区分２、４の確変図柄による大当り遊技終了後からは夜背景の遊技が開始される
。また、区分５、６の非確変図柄、確変図柄による大当り遊技終了後からは昼背景の遊技
が開始されるため、遊技者にはどちらの確率かが判断できず、仮に区分６の確変図柄に応
じた大当り遊技終了後の遊技状態「確率変動時短なし」であっても区分５の非確変からの
大当り遊技終了後の遊技状態「通常確率時短なし」と区別できないため、所謂確変潜伏状
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態となる。なお、当然のことながら、遊技機が備える遊技状態は図１５を用いて説明した
内容に限るわけではなく、さらに多くてもよいし少なくてもよい。
【０１５１】
　Ｓ８５０では、上記した６種類の中のいずれかの値がモードバッファに設定され、大当
り遊技内容設定時及び大当り遊技終了時にモードバッファの値が参照され、各値に対応し
た内容が設定される。
【０１５２】
　図１０のフローチャートに戻り、Ｓ８５０のモードバッファ設定処理に続いては、読み
出した大当り判定用乱数、変動パターン決定用乱数の値、及び当該処理時の遊技状態（「
通常確率時短無し」「通常確率時短有り」「確率変動時短無し」（潜伏状態）「確率変動
時短有り」）に応じて変動パターン（変動時間）を決定する（Ｓ８５５）。
【０１５３】
　Ｓ８４０が否定判定、即ち、大当りでなければ（Ｓ８４０：ｎｏ）、小当り判定用の当
り値と一致していたか否か判定し（Ｓ８６５）、肯定判定なら（Ｓ８６５：ｙｅｓ）、読
み出した小当り図柄決定用乱数の値に基づいて小当り図柄を決定し（Ｓ８７０）、読み出
した小当り図柄決定用乱数、変動パターン決定用乱数の値、及び当該処理時の遊技状態（
「通常確率時短無し」「通常確率時短有り」「確率変動時短無し」（潜伏状態）「確率変
動時短有り」）に応じて変動パターン（変動時間）を決定する（Ｓ８７５）。
【０１５４】
　Ｓ８６５が否定判定、即ち、ハズレなら（Ｓ８６５：ｎｏ）、ハズレ図柄を決定し（Ｓ
８８０）、読み出したリーチ判定用乱数、変動パターン決定用乱数の値及び現在の遊技状
態に応じて変動パターン（変動時間）を決定する（Ｓ８８５）。なお、第１特別図柄と第
２特別図柄とのハズレ図柄は１種類しかなく、ハズレた場合には必ずその１種類のハズレ
図柄が選択される。
【０１５５】
　このように本実施例では、第１特別図柄、第２特別図柄の両方の特別図柄の保留記憶が
行われていた場合には、第１特別図柄の保留記憶のほうが先に記憶されていた場合でも第
２特別図柄の保留記憶を優先して抽選する構成（第２特別図柄の抽選結果を報知する変動
を優先して行う構成）になっている。第２特別図柄の抽選（結果）を優先して行う構成及
び第１特別図柄で大当りした場合に行われる大当り遊技状態よりも第２特別図柄で大当り
した場合に行われる大当り遊技のほうが得られる賞球数が多く、大当り後に確変状態にな
る大当り遊技が発生する確率を高くした構成を組み合わせていることで、通常遊技状態で
は、あまり多くの賞球を得ることが出来ないが、一旦、確変状態になると多くの賞球が得
られる構成、つまり、遊技店と遊技者の利益バランスが保ったまま、メリハリがある面白
いパチンコ遊技機になっている。
【０１５６】
　Ｓ８５５、Ｓ８７５、Ｓ８８５の処理に続いては、上述の抽選結果を示すデータ（大当
り遊技の種類、小当りの有無、ハズレの種類（リーチの有り無し）、変動時間など）を含
んだ変動開始コマンド（表示制御コマンド）をサブ統合制御装置８３（演出図柄制御装置
８２）に出力するとともに抽選したほうの特別図柄（第１又は第２）をその特別図柄に対
応する特別図柄表示装置（第１又は第２）にて変動表示させ（Ｓ８６０）、特別遊技処理
に移行する。
【０１５７】
　従って、サブ統合制御装置８３（演出図柄制御装置８２）は変動開始コマンド（表示制
御コマンド）により、大当り図柄（大当り遊技の種類）、ハズレ図柄、リーチの有無、変
動時間を把握することが出来る。また、変動開始コマンド（表示制御コマンド）を受信し
たサブ統合制御装置８３は特別図柄（第１、第２）の確定図柄（当り図柄、ハズレ図柄）
、変動時間に応じて擬似図柄の種類、変動演出の種類を決定し、該決定結果を演出図柄制
御装置８２に送信し、演出図柄制御装置８２はサブ統合制御装置８３の決定に従って演出
図柄表示装置６にて擬似図柄の変動表示を制御する。
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【０１５８】
　なお、サブ統合制御装置８３による擬似図柄の決定は、特別図柄（第１、第２）が大当
りを示す図柄であった場合には、大当り図柄（特別図柄）の種類に対応した擬似図柄（大
当り図柄）を選択するようになっており、特別図柄（第１、第２）がハズレを示す図柄で
あった場合には、ランダムに擬似図柄を選択する構成になっている（なお、ランダムと言
っても、リーチになる変動であった場合には同じ種類の擬似図柄を２個選択するようにな
っているほか、同じ種類の擬似図柄を３個選択しないように制御されている）。
【０１５９】
　また、図示は省略しているが、小当りを示す図柄であった場合にも大当り図柄を示す図
柄であった場合と同様に小当り図柄（特別図柄）に対応した擬似図柄（小当り図柄）を選
択するようになっている。また、サブ統合制御装置８３による変動演出の決定は、主制御
装置８０から送られてきた変動時間と同じ演出時間である複数の演出表示（演出パターン
）の中より１つの演出表示（演出パターン）を選択する構成になっている。なお、本実施
例ではサブ統合制御装置８３が擬似図柄及び変動演出を決定する構成になっているがサブ
統合制御装置８３ではなく同じサブ制御装置である演出図柄制御装置８２にて擬似図柄及
び変動演出を決定する構成にしてもよい。
【０１６０】
　図１０のＳ８０５が否定判定、即ち、どちらかの特別図柄が変動中であれば（Ｓ８０５
：ｎｏ）、図１１のＳ９００に進み、図柄変動時間（Ｓ８５５、Ｓ８７５、又はＳ８８５
の変動パターンに基づく）が経過したか否か判定する（Ｓ９００）。否定判定なら（Ｓ９
００：ｎｏ）特別遊技処理に進み、肯定判定なら（Ｓ９００：ｙｅｓ）、図柄停止コマン
ド送信処理として図柄停止コマンドをサブ統合制御装置８３に送信し、特別図柄表示装置
（第１又は第２）を制御してＳ８４５、Ｓ８７０又はＳ８８０で決定した確定図柄を確定
表示させる（Ｓ９０５）。
【０１６１】
　図柄停止コマンドを受信したサブ統合制御装置８３は演出図柄制御装置８２に予め決め
ておいた擬似図柄にて確定表示させる命令を出力し、演出図柄制御装置８２は、その信号
により演出図柄表示装置６を制御して擬似図柄を確定表示させる。これにより、特別図柄
（第１又は第２）と擬似図柄の変動の開始と終了が同じタイミングになる（同期する）。
【０１６２】
　Ｓ９０５に続いては、確定表示させた特別図柄（第１又は第２）が大当り図柄の組合せ
か否か判定し（Ｓ９１０）、肯定判定なら（Ｓ９１０：ｙｅｓ）、確定図柄の表示設定処
理（確定図柄で表示させておく時間の設定）を行い（Ｓ９１５）、大当りフラグに１を設
定し条件装置の作動を開始する（Ｓ９２０）。
【０１６３】
　Ｓ９２０に続いては、状態フラグが３か否か判定し（Ｓ９２５）、肯定判定、即ち、時
短フラグと確変フラグとが共に立っていれば（Ｓ９２５：ｙｅｓ）、時短フラグ、確変フ
ラグ共に０を設定し（Ｓ９３０、Ｓ９３５）、特別遊技処理に進む。Ｓ９２５が否定判定
なら（Ｓ９２５：ｎｏ）、状態フラグが２か否か判定し（Ｓ９４０）、肯定判定なら（Ｓ
９４０：ｙｅｓ）、確変フラグに０を設定し（Ｓ９４５）特別遊技処理に進む。Ｓ９４０
が否定判定なら（Ｓ９４０：ｎｏ）、状態フラグが１か否か判定し（Ｓ９５０）、否定判
定なら（Ｓ９５０）特別遊技処理に進み、肯定判定なら（Ｓ９５０：ｙｅｓ）、時短フラ
グに０を設定し（Ｓ９５５）特別遊技処理に進む。
【０１６４】
　Ｓ９１０が否定判定、即ち、確定表示した特別図柄（第１又は第２）が大当りを示すも
のでないなら（Ｓ９１０：ｎｏ）、図１２のＳ１０００に進み、確定図柄の表示設定処理
（確定図柄で表示させておく時間の設定）を行い（Ｓ１０００）、時短フラグが１か否か
判定し（Ｓ１００５）、肯定判定なら（Ｓ１００５：ｙｅｓ）時短カウンタのデクリメン
トを行い（Ｓ１０１０）、時短カウンタが０か否か判定する（Ｓ１０１５）。肯定判定な
ら（Ｓ１０１５：ｙｅｓ）、時短フラグに０を設定する（Ｓ１０２０）。
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【０１６５】
　Ｓ１０２０、又はＳ１００５、Ｓ１０１５の否定判定（Ｓ１００５：ｎｏ、Ｓ１０１５
：ｎｏ）に続いては、確変フラグが１か否か判定し（Ｓ１０２５）、肯定判定なら（Ｓ１
０２５：ｙｅｓ）確変カウンタのデクリメントを行い（Ｓ１０３０）、確変カウンタが０
か否か判定する（Ｓ１０３５）。肯定判定なら（Ｓ１０３５：ｙｅｓ）、確変フラグに０
を設定する（Ｓ１０４０）。
【０１６６】
　Ｓ１０４０、又はＳ１０２５、Ｓ１０３５の否定判定（Ｓ１０２５：ｎｏ、Ｓ１０３５
：ｎｏ）に続いては、確定表示された特別図柄が小当り図柄を示すものか否か判定し（Ｓ
１０４５）、否定判定なら（Ｓ１０４５：ｎｏ）特別遊技処理に進み、肯定判定なら（Ｓ
１０４５：ｙｅｓ）、小当り遊技作動役物の作動開始を行う処理を行ない（Ｓ１０５０）
、特別遊技処理に進む。
【０１６７】
　図１０のＳ８１０が否定判定、即ち、第１特別図柄又は第２特別図柄が確定表示中なら
（Ｓ８１０：ｎｏ）、図１３のＳ１１００に進み、Ｓ９１５又１０００で設定された確定
図柄表示時間が終了したか否か判定し（Ｓ１１００）、否定判定なら（Ｓ１１００：ｎｏ
）特別遊技処理に進み、肯定判定なら（Ｓ１１００：ｙｅｓ）、確定図柄表示終了処理（
Ｓ１１０５）により特別図柄表示装置（第１又は第２）を制御して特別図柄の確定表示を
終了させるとともに、サブ統合制御装置８３を介して演出図柄制御装置８２に指示信号を
出力し、演出図柄表示装置６に表示した疑似図柄の確定表示を終了させ（Ｓ１１０５）、
特別遊技処理に進む。
【０１６８】
　次に、主制御装置８０が実行する特別遊技処理を図１６、図１７、図１８を用いて説明
する。特別遊技処理を開始すると、大当りフラグに基づいて条件装置が未作動中か否かを
判定し（Ｓ１１５０）、肯定判定、即ち、大当り遊技状態でなければ（Ｓ１１５０：ｙｅ
ｓ）、小当り遊技作動役物が作動中か否かを判定する（Ｓ１１５５）。否定判定なら（Ｓ
１１５５：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１１５５：ｙｅｓ）、小当り開始演出中
であるか否か判定し（Ｓ１１６０）、肯定判定なら（Ｓ１１６０：ｙｅｓ）、小当り開始
演出の終了時間か否かを判定し（Ｓ１１６５）、否定判定なら（Ｓ１１６５：ｎｏ）リタ
ーンし、肯定判定なら（Ｓ１１６５：ｙｅｓ）、大入賞口１４を開放する処理を行い（Ｓ
１１７０）リターンする。なお、本実施例での小当り遊技では、大入賞口１４にて０．５
秒間の開放が１回行われる構成になっている。
【０１６９】
　Ｓ１１６０が否定判定、即ち、小当り開始演出中でないなら（Ｓ１１６０：ｎｏ）、小
当り動作中か否か判定し（Ｓ１１７５）（大入賞口１４が０．５秒の開放を行っている最
中か否か判断する）、肯定判定なら（Ｓ１１７５：ｙｅｓ）、大入賞口１４に遊技球が１
０個（規定数）入賞していないか否かを判定し（Ｓ１１８０）、肯定判定なら（Ｓ１１８
０：ｙｅｓ）大入賞口１４の小当りの開放時間が終了したか否か判定する（Ｓ１１８５）
。否定判定なら（Ｓ１１８５：ｎｏ）リターンし、肯定判定又はＳ１１８０が否定判定な
ら（Ｓ１１８５：ｙｅｓ、Ｓ１１８０：ｎｏ）大入賞口１４を閉鎖する処理を行い（Ｓ１
１９、小当り終了演出を行う処理を行い（Ｓ１１９５）、リターンする。
【０１７０】
　Ｓ１１７５が否定判定、即ち、小当り動作中でなければ（Ｓ１１７５：ｎｏ）、小当り
終了演出が時間が終了したか否か判定し（Ｓ１２００）、否定判定なら（Ｓ１２００：ｎ
ｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１２００：ｙｅｓ）、小当り遊技作動役物を終了させ
る処理を行ない（Ｓ８６）、リターンする。
【０１７１】
　Ｓ１１５０が否定判定、即ち、条件装置が作動中（大当り遊技中）なら（Ｓ１１５０：
ｎｏ）、図１７のＳ１２５０に進み、大入賞口１４が閉鎖中か否か判定し（Ｓ１２５０）
、肯定判定なら（Ｓ１２５０：ｙｅｓ）、大当り遊技の開始演出中であるか否か判定し（
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Ｓ１２５５）、肯定判定なら（Ｓ１２５５：ｙｅｓ）、大当り遊技の開始演出の終了時間
か否か判定し（Ｓ１２６０）、否定判定なら（Ｓ１２６０：ｎｏ）リターンし、肯定判定
なら（Ｓ１２６０：ｙｅｓ）、大入賞口１４を開放する処理を行い（Ｓ１２６５）リター
ンする。
【０１７２】
　Ｓ１２５５が否定判定、即ち、大当り遊技の開始演出中でなければ、開放間インターバ
ル中か否か判定する（Ｓ１２７０）。なお、この開放間インターバルとは、大入賞口１４
が閉じてから開放されるまでの時間となる。Ｓ１２７０が肯定判定なら（Ｓ１２７０：ｙ
ｅｓ）、開放間インターバルの終了時間か否か判定し（Ｓ１２７５）、否定判定なら（Ｓ
１２７５：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１２７５：ｙｅｓ）、大入賞口１４を開
放する処理を行い（Ｓ１２８０）リターンする。
【０１７３】
　Ｓ１２７０が否定判定、即ち、開放間インターバル中ではないなら（Ｓ１２７０：ｎｏ
）、大当り遊技の終了演出中ではないか否か判定し（Ｓ１２８５）、否定判定、即ち、大
当り終了演出中なら（Ｓ１２８５：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１２８５：ｙ）
、大当りになった図柄（第１特別図柄又は第２特別図柄）を記憶し（Ｓ１２９０）、大当
り開始コマンド送信処理を行い（Ｓ１２９５）リターンする。
【０１７４】
　Ｓ１２９５の大当り開始コマンド送信処理では、主制御装置８０はサブ統合制御装置８
３に大当り開始コマンドを送信し、大当り開始コマンドを受信したサブ統合制御装置８３
は、遊技機５０に設けられたランプ、ＬＥＤを大当り遊技演出用に激しく発光させ、大当
り遊技用の音を発生させる。また、サブ統合制御装置８３は、演出図柄制御装置８２に信
号を送信し、演出図柄制御装置８２は演出図柄表示装置６にて大当り開始演出を表示させ
る。なお、Ｓ１２６５、Ｓ１２８０の大入賞口１４を開放する処理でも、主制御装置８０
はサブ統合制御装置８３に大入賞口開放コマンド（ラウンド開始コマンド）を送信し、大
入賞口開放コマンド（ラウンド開始コマンド）を受信したサブ統合制御装置８３は、その
開始されるラウンドに応じて上記ランプ、ＬＥＤを発光させたり音声を出力させる。また
、サブ統合制御装置８３は演出図柄制御装置８２に信号を送信し、演出図柄制御装置８２
は演出図柄表示装置６にて、その開始されるラウンドに応じた演出を行わせる。
【０１７５】
　Ｓ１２５０が否定判定、即ち、大入賞口１４が開放中なら（Ｓ１２５０：ｎｏ）、図１
８のＳ１３００に進み、大入賞口１４に規定数である１０個の遊技球が入球したか否かを
判定し（Ｓ１３００）、否定判定なら（Ｓ１３００：ｎｏ）、大入賞口１４の最大開放時
間が経過したか否かを判定する（Ｓ１３０５）。なお、本実施例では大入賞口１４の最大
開放時間は全て２８秒と設定されている。
【０１７６】
　Ｓ１３０５が否定判定なら（Ｓ１３０５：ｎｏ）リターンし、Ｓ１３００又はＳ１３０
５が肯定判定なら（Ｓ１３００：ｎｏ、Ｓ１３０５：ｎｏ）、大入賞口１４を閉鎖する処
理を行なう（Ｓ１３１０）。
【０１７７】
　Ｓ１３１０に続いては、作動の終了したラウンドが最終ラウンドであったか否か判定し
（Ｓ１３１５）、否定判定なら（Ｓ１３１５：ｎｏ）、インターバル処理を行い（Ｓ１３
６５）、リターンする。Ｓ１３６５のインターバル処理もＳ１２６５、Ｓ１２８０の大入
賞口１４を開放する処理と同様に、主制御装置８０はサブ統合制御装置８３に、サブ統合
制御装置８３は演出図柄制御装置８２に信号を送信し、ランプ、ＬＥＤ、音声、演出図柄
表示装置６によりインターバル用の演出を行う。
【０１７８】
　Ｓ１３１５が肯定判定、即ち、終了したラウンドが最終ラウンドなら（Ｓ１３１５：ｙ
ｅｓ）、大当り遊技の終了演出処理（Ｓ１３２０）、条件装置停止処理（Ｓ１３２５）を
行い。モードバッファを参照して（Ｓ１３３０）、状態フラグの設定（Ｓ１３３５）、確
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変フラグの設定（Ｓ１３４０）、確変カウンタの設定（Ｓ１３４５）、時短フラグの設定
（Ｓ１３５０）、時短カウンタの設定（Ｓ１３５５）を行い、モードバッファをクリアし
て（Ｓ１３６０）リターンする。
【０１７９】
　以上が、本実施例の遊技機５０が通常遊技モードで実施する特別遊技処理となる。試打
モードにおいてもほぼ同一の処理を基に大当り遊技が実施され、試打モードで大当り遊技
を選択した場合には、選択した大当り遊技となる大当り図柄が確定する変動表示を開始し
大当り図柄の確定表示を行った後に選択した大当り遊技を開始し、最終ラウンドが終了し
た時点で、試打モード中か否かの判定（試打モードフラグが１か否か）を行い、試打モー
ド中であればその時点で強制的に試打モードを終了する処理を行う。
【０１８０】
　次に、図１９を用いて主制御装置８０が実行するモード変更処理を説明する。この処理
は、本発明のモード切替手段に該当する処理となる。モード変更処理を開始すると、モー
ド切替スイッチ１５１の操作信号を受信したか否か判定する（Ｓ１４００）、否定判定な
ら（Ｓ１４００：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１４００：ｙｅｓ）、試打モード
終了フラグが０か否か判定する（Ｓ１４０５）。試打モード終了フラグは、主制御装置８
０が記憶する値であり、値が１なら試打モードの遊技が終了した状態であることを、値が
０なら試打モードの遊技が終了した状態でないこと（通常遊技状態を含む）を主制御装置
８０が判断する。
【０１８１】
　Ｓ１４０５が否定判定、即ち、試打モードの遊技が終了した状態でモード切替スイッチ
１５１の操作信号を受信したなら（Ｓ１４０５：ｎｏ）、ＲＡＭに記憶されている内容を
全て０クリアし（Ｓ１４６０）、各種乱数の初期値設定（Ｓ１４６５）、ＲＡＭの初期値
設定（Ｓ１４７０）を行い、試打モード終了フラグに０を設定して（Ｓ１４７５）リター
ンする。従って、この処理の流れは、試打モードが終了してから通常遊技モードへの切換
が行われた場合となり、封入式遊技機５０の遊技状態をＲＡＭクリアスイッチを操作しな
がら電源を立ち上げた場合と同一の遊技状態に切替える構成となる。
【０１８２】
　Ｓ１４０５が肯定判定なら（Ｓ１４０５：ｙｅｓ）、試打モードフラグが０か否か判定
する（Ｓ１４１０）。試打モードフラグも、主制御装置８０が記憶する値であり、値が１
なら試打モードの遊技を実施中であることを、値が０なら試打モードの遊技を実施中では
ないことを主制御装置８０が判断する。
【０１８３】
　Ｓ１４１０が否定判定なら（Ｓ１４１０:ｎｏ）、リターンし、肯定判定なら（Ｓ１４
１０：ｙｅｓ）、試打選択可能フラグが０か否か判定する（Ｓ１４１５）。試打選択可能
フラグも主制御装置８０が記憶する値であり、値が１であれば、試打モード選択スイッチ
１５３によって試打モードの遊技状態が選択可能な状態であることを、値が０なら試打モ
ード選択スイッチ１５３によって試打モードの遊技状態が選択不可能な状態であることを
、主制御装置８０が判断する。
【０１８４】
　Ｓ１４１５が否定判定なら（Ｓ１４１５：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１４１
５：ｙｅｓ）、状態フラグが０か否か判定する（Ｓ１４２０）。否定判定なら（Ｓ１４２
０：ｎｏ）リターンし、肯定判定、即ち、確変フラグと時短フラグとが共に０が設定され
た状態（通常確率時短無し状態）なら（Ｓ１４２０：ｙｅｓ）、特別図柄及び普通図柄が
共に非変動中（及び、第１、第２、普図保留記憶が全て０個）か否か判定する（Ｓ１４２
５）。
【０１８５】
　Ｓ１４２５が否定判定なら（Ｓ１４２５：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１４２
５：ｙｅｓ）、持球数確認処理を行う（Ｓ１４３０）。持球数確認処理では、払出発射制
御装置８４が備える持球カウンタの値を示す信号を、払出発射制御装置８４から主制御装
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置８０に送信させる指示信号を払出発射制御装置８４に送信し、受信した持球カウンタの
値を示す信号を確認する処理となる。なお、払出発射制御装置８４が備える持球カウンタ
の値を随時（又は値の変化に応じて）主制御装置８０に送信し、主制御装置８０にも持球
カウンタを備える構成としてもよい。
【０１８６】
　Ｓ１４３０に続いては、受信した持球カウンタの値を示す信号が、持球カウンタ＝０を
示しているか否か判定する（Ｓ１４３５）。否定判定なら（Ｓ１４３５：ｎｏ）リターン
し、肯定判定なら（Ｓ１４３５：ｙｅｓ）、試打選択可能フラグに１を設定し（Ｓ１４４
５）、試打モード表示指示信号出力処理を行う（Ｓ１４５０）。試打モード表示指示信号
出力処理では、試打モードで選択可能な遊技状態を演出図柄表示装置６に表示する指示を
サブ統合制御装置８３に出力する処理となる。
【０１８７】
　Ｓ１４５０に続いては、移行可能タイマをセットして（Ｓ１４５５）リターンする。移
行可能タイマは、遊技者が試打遊技の遊技状態を選択することが可能な期間を示すタイマ
であり、タイマが所定値に達した時点で選択されていた遊技状態を試打モードの遊技状態
として設定する構成となっている。
【０１８８】
　以上が、主制御装置８０が実行するモード変更処理となる。これにより、モード切替ス
イッチ１５１を操作したのが通常遊技モード中であれば、各種条件が満たされていれば試
打モードへの切換（試打モードの遊技状態選択）を可能とし、モード切替スイッチ１５１
を操作したのが試打モードの遊技が終了した状態であれば、通常遊技モード（ＲＡＭクリ
ア状態）に切替える処理が行われる。これは、本発明の「遊技者の操作に起因して、遊技
者が価値を得る可能性がある通常遊技モードから遊技者が価値を得る可能性が無い試打モ
ードに切り替える」と「遊技モード切替手段によって、前記試打モードから前記通常遊技
モードへも切り替えも可能とし」とに該当する処理となる。
【０１８９】
　また、本実施例では、通常遊技モードから試打モードへの切換が可能となる条件は、試
打モード終了フラグ、試打モードフラグ、試打選択可能フラグ、状態フラグの値が全て０
であることによって、通常遊技モードであることを確認した上で、特別図柄、普通図柄の
変動と記憶数の判定によって遊技中ではないことを確認し、更に持球カウンタの値が０で
あることを判定して通常遊技が終了していることを確認するが（本発明の「遊技モード切
替手段は、少なくとも前記通常遊技モード時の前記持球の数情報が存在しないことを条件
に前記通常遊技モードから前記試打モードに切り替えるように設定した」に該当）、通常
遊技が確実に終了していることを確認するために、管理フラグの値が０か否か（発射した
遊技球がすべて回収されているか否か）の判定と、各種図柄の保留記憶が無いか否かの判
定とを条件として追加してもよい。
【０１９０】
　また、本実施例では、接続する台間ユニット１００へカードが挿入されていなくても試
打モードでの遊技は可能な構成としたが、試打モードでの遊技を実施するためには、有価
価値が記憶されたカードの挿入を条件としてもよく、これにより試打モードを実施しよう
としている遊技者が、通常遊技モードで遊技する意向のあることを確認できる。
【０１９１】
　また、Ｓ１４５０の試打モード表示指示信号出力処理によって演出図柄表示装置６に表
示される内容は、図２３を用いて後述する。
【０１９２】
　次に、図２０を用いて、主制御装置８０が実行する試打遊技状態選択処理を説明する。
この処理は、本発明の試打遊技状態選択手段と、試打用持球加算手段とを含む処理となる
。試打遊技状態選択処理を開始すると、試打選択可能フラグが１か否か判定し（Ｓ１５０
０）、否定判定なら（Ｓ１５００：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら（Ｓ１５００：ｙｅ
ｓ）、試打モード選択スイッチ１５３の操作信号を受信したか否か判定し（Ｓ１５０５）
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、肯定判定なら（Ｓ１５０５：ｙｅｓ）、選択遊技状態変更処理を行う（Ｓ１５１０）。
【０１９３】
　この選択遊技状態変更処理は、試打モード選択スイッチ１５３の操作信号の受信に応じ
て、設定する試打モードの遊技様態を変更する処理となり、本発明の試打遊技状態選択手
段に該当する。
【０１９４】
　具体的には、本実施例では図２３の演出図柄表示装置６に表示する試打モード遊技状態
選択画面に示すように、９種類の遊技状態から試打モードとして遊技する遊技状態が選択
可能となっており、試打選択可能フラグに１が設定され、試打モード表示指示信号出力処
理によって演出図柄表示装置６に試打モード遊技状態選択画面が表示された時点では、選
択画面の選択番号１にあたる通常遊技状態１が試打モードの遊技状態として既に選択され
た状態となっている。この状態で試打モード選択スイッチ１５３が操作されると該操作に
応じて、遊技状態の選択が選択番号１から２→３→４から９まで（９の次は１に変化）変
化する構成となり、選択したことを示す星のマークの表示位置が試打モード選択スイッチ
１５３の操作に応じて移動するため、遊技者が星のマークの位置でどの遊技状態が選択さ
れているかを確認することができる。なお、遊技者が選択可能な試打モードにおける遊技
状態は、これだけに限るわけではなく、更に細分化してもよい。
【０１９５】
　Ｓ１５１０の処理後、又はＳ１５０５が否定判定なら（Ｓ１５０５：ｎｏ）、Ｓ１４５
５で設定した移行可能タイマの値が所定値に達したか否か判定する。否定判定、即ち、ま
だ試打モード選択スイッチ１５３を操作して遊技状態を選択する時間が残っていれば（Ｓ
１５２０：ｎｏ）リターンし、肯定判定なら、即ち、選択期間が終了したなら（Ｓ１５２
０：ｙｅｓ）、遊技選択可能フラグに０を設定し（Ｓ１５２５）、選択されている遊技状
態を参照し（Ｓ１５３０）、参照した遊技状態を試打モードの遊技状態として設定する処
理を行い（Ｓ１５３５）、設定した遊技状態の種類に応じた値を持球カウンタに加算する
指示信号を払出発射制御装置８４に送信し（Ｓ１５４０）（本発明の試打用持球加算手段
に該当）、試打モードフラグに１を設定し（Ｓ１５４５）、試打モードタイマをセットし
て（Ｓ１５５０）リターンする。
【０１９６】
　以上が、試打遊技状態選択処理となる。選択された遊技状態が選択番号１の通常遊技１
であったなら、Ｓ１５３５では、状態フラグに０を設定することによって確変フラグに０
、時短フラグに０を設定し、確変カウンタ、時短カウンタ共に０を設定し、背景には朝（
低確率状態を示唆する背景）を表示する設定を行い、Ｓ１５４０では持球カウンタに１０
００を加算する指示を出力する。
【０１９７】
　選択された遊技状態が選択番号２の通常遊技２であったなら、Ｓ１５３５では、状態フ
ラグに０を設定することによって確変フラグに０、時短フラグに０を設定し、確変カウン
タ、時短カウンタ共に０を設定し、背景には昼（低確率状態か高確率状態かがわからない
状態を示唆する背景）を表示する設定を行い、Ｓ１５４０では持球カウンタに１０００を
加算する指示を出力する。
【０１９８】
　選択された遊技状態が選択番号３の大当り後低確率遊技であったなら、Ｓ１５３５では
、状態フラグに１を設定することによって確変フラグに０、時短フラグに１を設定し（時
短フラグに１を設定することによって開放延長機能も作動する）、確変カウンタに０、時
短カウンタ共に１００を設定し、背景には朝を表示する設定を行い、Ｓ１５４０では持球
カウンタに５００を加算する指示を出力する。
【０１９９】
　選択された遊技状態が選択番号４の大当り後高確率遊技１であったなら、Ｓ１５３５で
は、状態フラグに３を設定することによって確変フラグに１、時短フラグに１を設定し、
確変カウンタに１００００、時短カウンタ共に１００００を設定し、背景には夜（高確率
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状態を示唆する背景）を表示する設定を行い、Ｓ１５４０では持球カウンタに５００を加
算する指示を出力する。
【０２００】
　選択された遊技状態が選択番号５の大当り後高確率遊技２であったなら、Ｓ１５３５で
は、状態フラグに２を設定することによって確変フラグに１、時短フラグに０を設定し、
確変カウンタに１００００、時短カウンタ共に０を設定し、背景には昼を表示する設定を
行い、Ｓ１５４０では持球カウンタに７５０を加算する指示を出力する。
【０２０１】
　選択された遊技状態が選択番号６から９の大当り遊技であった場合には、Ｓ１５３５で
は、選択した大当り遊技となる大当り図柄が確定する変動表示を設定し、Ｓ１５４０では
持球カウンタに２０を加算する指示を出力する。なお、本実施例では、試打モード選択ス
イッチ１５３の１回の操作に応じて選択番号が１ずつ変化する構成としたが、遊技者の操
作に応じて遊技状態が選択される構成であればこの構成に限るわけではない。
【０２０２】
　次に、図２１を用いて主制御装置８０が実行する試打モード終了処理を説明する。この
処理は、本発明の試打モード終了手段に該当し、試打用持球リセット手段を含む処理とな
る。試打モード終了処理を開始すると、試打モードフラグが１か否か判定する（Ｓ１６０
０）。否定判定なら（Ｓ１６００：ｎｏ）、リターンし、肯定判定なら（Ｓ１６００：ｙ
ｅｓ）複数備える試打モード終了条件の中のいずれか１つでも成立しているか否か判定す
る（Ｓ１６０５）。
【０２０３】
　本実施例の封入式遊技機５０が備える試打モード終了条件は、持球カウンタの値が０に
なった場合（発射可能な遊技球が存在しなくなった場合）、選択番号１から５を選択した
場合に、変動表示から大当りが確定した場合（従って、変動表示から大当りが確定した場
合でも、そのまま続けて大当り遊技は実施されない）、大当り遊技を選択した場合（選択
番号６から９を選択）に大当り遊技が終了した場合、選択番号３を選択した場合に、時短
（開放延長状態）が終了した場合、となっているが、この種類に限るわけではなく、他の
条件を加えてもよいし、条件を削ってもよく、例えば、選択番号１から５を選択して変動
表示から大当りとなった場合は、大当り確定表示後に大当り遊技を行い大当り遊技が終了
してからも遊技を継続してもよい。
【０２０４】
　Ｓ１６０５が否定判定、即ち、終了条件が１つも成立していなければ（Ｓ１６０５：ｎ
ｏ）、試打モード終了スイッチ１５２の操作信号を受信したか否か判定する（Ｓ１６１０
）。Ｓ１６１０が否定判定なら（Ｓ１６１０：ｎｏ）リターンし、Ｓ１６０５、又はＳ１
６１０が肯定判定なら（Ｓ１６０５：ｙｅｓ、Ｓ１６１０：ｙｅｓ）、サブ統合制御装置
８３に試打モード終了表示指示信号を出力する処理を行う（Ｓ１６１５）。この試打モー
ド終了表示指示信号出力処理によって演出図柄表示装置６には図２６に示す文字列が表示
され、試打モードが終了したことと、遊技を行うために必要な操作内容が報知される。
【０２０５】
　Ｓ１６１５に続いては、Ｓ１４３０と同様の持球数確認処理を行い（Ｓ１６２０）、持
ち球カウンタの値が０よりも大きいか否か判定し（Ｓ１６２５）、肯定判定なら（Ｓ１６
２５：ｙｅｓ）、持球カウンタの値をクリアする指示信号を払出発射制御装置８４に送信
する（Ｓ１６３０）。この処理によって、払出発射制御装置８４の持球カウンタの値がク
リアされる（本発明の試打用持球リセット手段に該当）。
【０２０６】
　Ｓ１６３０、又はＳ１６２５の否定判定（Ｓ１６２５：ｎｏ）に続いては、試打モード
フラグに０をセットし（Ｓ１６３５）、試打モード終了フラグに１をセットし（Ｓ１６４
０）、リターンする。
【０２０７】
　以上が、主制御装置８０が実行する試打モード終了処理となり、試打モード終了フラグ
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に１が設定されることにより、モード切替えスイッチ１５１の操作に応じた、通常遊技モ
ードへの切換えが可能となる。本実施例では、試打モードが終了してからモード切替えス
イッチ１５１の操作により通常遊技モードに切替える構成としたが、試打モードの終了処
理を行うと引き続きモード切替え処理を行い、遊技者が切換え操作を行わなくても通常遊
技モードに切換わる構成としてもよい。
【０２０８】
　次に、図２２を用いて、主制御装置８０が実行する試打モード監視処理を説明する。こ
の処理は、試打モードに切替えられたにもかかわらず試打モードの遊技が行われていない
場合に試打モードを終了する処理となる。
【０２０９】
　試打モード監視処理を開始すると、試打モードフラグが１か否か判定する（Ｓ１６５０
）。否定判定なら（Ｓ１６５０：ｎｏ）、リターンし、肯定判定なら（Ｓ１６５０：ｙｅ
ｓ）、Ｓ１４３０、Ｓ１６２０と同様の持球数確認処理を行い（Ｓ１６５３）、持球カウ
ンタの値が変化していないか否か判定する（Ｓ１６５５）。肯定判定、即ち、前回の定期
処理時と持球カウンタの値に変化が無かったなら（Ｓ１６５５：ｙｅｓ）、Ｓ１５５０で
開始設定した試打モードタイマに加算処理を行い（Ｓ１６６０）、試打モードタイマが所
定値に達したか否か判定する（Ｓ１６６５）。
【０２１０】
　Ｓ１６６５が否定判定なら（Ｓ１６６５：ｎｏ）リターンし、肯定判定、即ち、所定期
間遊技球が発射されていない状態なら（Ｓ１６６５：ｙｅｓ）、Ｓ１６１５と同様に、サ
ブ統合制御装置８３に試打モード終了表示指示信号を出力する処理を行い（Ｓ１６７０）
、Ｓ１６３０と同様に、持球カウンタの値をクリアする指示信号を払出発射制御装置８４
に送信し（Ｓ１６７５）、試打モードフラグに０を設定し（Ｓ１６８０）、試打モード終
了フラグに１を設定して（Ｓ１６８５）リターンする。Ｓ１６５５が否定判定、即ち、持
球カウンタの値が前回の定期処理時から変化していたなら（Ｓ１６５５：ｎｏ）、試打モ
ードタイマをリセットして（Ｓ１６９０）リターンする。
【０２１１】
　以上が、主制御装置８０が実行する試打モード監視処理となり、本発明の「試打モード
中に前記持球の数情報が所定時間変化していない場合には、前記試打モード終了手段によ
って前記試打モードを終了させる」という構成に該当する。また、本実施例では、持球カ
ウンタが変化していない時間によって、試打モードで適正な遊技が実施されていないと判
定したが、所定時間内の持球カウンタの変化が所定数未満の場合も、適正な試打モードの
遊技が行われていないと判断できるため、同様の試打モード終了処理を行ってもよい。
【０２１２】
　また、本実施例では、試打モードが終了し遊技者のモード切替スイッチ１５１の操作に
より通常遊技モードに切換わった後、続けて試打モードへの切換が行われても何ら問題な
く試打モードでの遊技は実行できるが、連続して試打モードでの遊技が行われた場合、ま
た試打モードでの遊技時間が一定の限度を超えた場合には、それ以上試打モードへの切換
が行えない構成としてもよい。
【０２１３】
　この場合、例えば、同一のカードが挿入された状態で、試打モードへの切換回数が所定
数に達した場合は、それ以上の試打モードへの切換を許可しない構成としてもよいし、試
打モードの遊技時間を計測するタイマを備えた上で、試打モードの遊技時間の合計が所定
時間に達したらそれ以上の試打モードへの切換を許可しない構成としてもよい。また、台
間ユニット１００に挿入されたカードが会員カードであった場合は、その日に試打モード
で遊技した回数及び時間を会員カードに記憶する構成とし、記憶した回数及び時間で試打
モードへの切換を制限する構成も考えられる。これらの試打モードへの切換を制限する構
成を備えることにより、試打モードのみに偏った遊技を防止することで、ホールの利益低
下を防止することが可能となる。
【０２１４】
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　次に、図２４、２５を用いて演出図柄表示装置６における試打モード中の表示例を説明
する。図２４の上下の図は、試打モード中の演出図柄表示装置６（上）と、通常遊技モー
ド中の演出図柄表示装置６（下）とで同一の遊技状態を示す図となるが、試打モード中は
画面右上に試打モード報知部を備え、試打モードであることと、選択した遊技状態を常時
表示した状態となる。通常遊技モードと試打遊技モードとで異なる表示は、試打モード報
知部の有無だけとなり、それ以外は試打モードと通常遊技モードとでまったく同じ表示内
容となる。これはどの遊技状態が選択された場合も同じ構成となっている。なお、試打モ
ード報知部では、表示している内容が所定時間毎に「試打モードを終了するには試打モー
ド終了スイッチを押してください」に変化する。
【０２１５】
　図２５の上下の図は、試打モード中に大当りが確定した場合の演出図柄表示装置６（上
）と、通常遊技モード中に大当りが確定した場合の演出図柄表示装置６（下）となる。試
打モード中は画面右上の試打モード報知部で試打モードであることを報知すると共に、大
当りが確定したことにより試打モードが終了するため、試打モードで続きを遊技したい場
合に対して、図柄の下部で「一旦、試打モードを終了してから、大当り状態の試打モード
を選択してください」の文字列を表示する。
【０２１６】
　以上が実施例の説明となる。試打モードを備えた場合であっても、上記した構成の封入
式遊技機５０にすることにより、遊技者は実際の遊技（通常遊技モード）と何ら変わりな
い持球の増減感覚を試打モードで実感することができ、短時間で遊技内容を把握すること
ができる。また、試打モードを行うにあたって、遊技者自身が試打モード用の遊技球を用
意（対価を払って貸球を得る）する必要もなく、試打モードが終了した後に残った遊技球
が、不正に使用されることも無い。
【０２１７】
　本実施例では、試打モードを実施するためにモード切替スイッチ１５１、試打モード終
了スイッチ１５２、試打モード選択スイッチ１５３の３種類のスイッチを設けたが、これ
に限るわけではなく、１つのスイッチで３個の機能を兼用してもよいし、試打モードで選
択する１つの遊技状態ごとに対応するスイッチを１個ずつ設けてもよい。
【０２１８】
　また、試打モードの図柄変動で大当りとなった場合は、大当り図柄が確定した段階で試
打モードを終了する構成としたが、そのまま大当り遊技が終了するまで試打モードを継続
してもよいし、大当り遊技を数ラウンド消化した時点で試打モードを終了してもよい。ま
た、試打モードが終了した時点では、持球カウンタがクリアされるので、新に試打モード
を開始した場合に前回の試打モードの持球カウンタの値を使用することはないが、この構
成に限らず、試打モード用の持球を確保した上で、新たな遊技状態の試打モードを遊技可
能な構成としてもよい。また、試打モードの１つの遊技状態が終了していない状態（例え
ば、遊技者が選択した遊技状態の内容を理解した状態で試打モード用の持球が残っている
状態）で、試打モード用の持球カウンタの値が残っていれば、他の遊技状態の試打モード
を継続して遊技できる構成としてもよい。これにより、遊技者ごとに異なる遊技の理解度
に対応して試打モードを進めることができる。
【０２１９】
　本実施例では、試打モードの遊技状態を自由に選択できたが、所定の順番でしか選択で
きないような構成でもよい。例えば、選択番号１又は２のいずれかを遊技した後でなけれ
ば選択番号６、７、８、９は選択できない構成としてもよく、同様に選択番号６、７、８
、９を遊技した後でなければ選択番号３、４、５を選択できない構成としてもよい。これ
により、実際の遊技の流れに近い順番で試打モードを遊技することになるため、より遊技
の内容が理解しやすい。
【０２２０】
　また、本実施例では、試打モードで選択可能な各遊技状態と、通常遊技状態で実際に遊
技する各遊技状態とはまったく同一の遊技内容となるが、試打モードにおいては、予告演
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出やリーチ演出の出現比率を、対応する通常遊技状態よりも高く設定してもよく、これに
より、遊技者が演出内容を早く理解することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０２２１】
　以上のように、本発明の遊技機によれば、複数の遊技状態を任意に選択して遊技可能な
試打モードを備えたうえで封入式の構成とすることにより、試打モードの遊技を実施した
場合でも通常遊技と同様の遊技球の増減を確認可能とし、試打用の遊技球を付与しても、
該遊技球が不正に利用される虞はない。従って、封入式遊技機に適用することができる。
【０２２２】
　８０　　　主制御装置
　８４　　　払出発射制御装置
　１００　　台間ユニット
　１０２　　操作部装置（タッチパネル式液晶表示器）
　１０２ａ　球貸しボタン
　１０２ｂ　返却ボタン
　１０５　　計数スイッチ
　１５１　　モード切替スイッチ
　１５２　　試打モード終了スイッチ
　１５３　　試打モード選択スイッチ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(39) JP 5622298 B2 2014.11.12

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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